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避難所運営における理念 
名古屋市では、自分で自分や家族を守るという「自助」、市民や事業者が助

け合って地域を守るという「共助」、行政が市民や事業者の活動を支援し、そ

れらの者の安全を確保するという「公助」の理念を名古屋市防災条例で定めて

おり、この理念を念頭に置き、市民、事業者及び市が協働して、安全で安心し

て暮らせる災害に強いまちづくりを進めていくことが必要になります。 
避難所運営においても、「自助」、「共助」及び「公助」の理念のもと、避

難者の中から、リーダー（以下「代表管理者」という。）を選任し、代表管理

者のもと、「市の職員」及び「施設管理者」の支援によって、自主運営をする

ことが求められます。 
避難所では、大勢の人がともに生活しなければなりません。不自由な生活を

少しでも良くするために皆さんで協力することが必要です。 

 

避難所での心得 
１ 必要なルールを定め、避難所の運営や問題解決に努めましょう。 
２ 代表管理者を中心に、各自が役割を分担し、自分でできる範囲で積極的に

協力しましょう。 
３ 避難所で必要なものは、自分たちで事前に用意しておきましょう。 
４ 集団生活を意識して、他の避難者の迷惑になることはしないようにしまし

ょう。 

 

避難所運営マニュアルについて 
本マニュアルは、東日本大震災、陸前高田市への被災地支援及び平成２３年

台風１５号の教訓を踏まえ改正を行いました。 
本マニュアルは、６つの章で構成されております。第１章から第３章は、事

前対策について記載がされておりますので、避難所運営を行うにあたり、区役

所、災害対策委員、地域住民及び施設管理者等で事前に確認をお願いします。

第４章から第６章は、災害等が発生し、避難所を開設するとき及び避難所を開

設したあとに、本マニュアルを参考にしながら、避難所運営を効率的に行うこ

とができるように記載しております。 
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用語の定義 

 

市災害対策本部（市本部） 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いて、災害応急対策を強力に推進するために、市役所に設置

する。 

 

区本部 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いて、区の災害応急対策を推進するために、区役所に設置す

る。 

 

災害救助地区本部（地区本部） 

非常災害の発生のおそれがあるとき、又は非常災害

が発生したときに、防災及び救助その他の緊急措置の

適切円滑な実施を図るため、小学校通学区ごとに設置

する。主に小学校に設置される。 

 

区本部長 

区本部の長のことをいう。各区長が各区本部長にあたる。 

 

災害対策委員 

 平常時から区域内の災害対策を行う者。市長からあらかじ

め区政協力委員の職にある者が委嘱される。 

 

災害救助地区本部長（地区本部長） 

 地区本部の長のことをいう。市長があらかじめ委嘱し、区

本部長の命を受け、地区本部を統括し、地区本部委員を指揮

監督する。また、災害救助地区本部委員は災害対策委員の他、

市長があらかじめ委嘱した者等をいう。 

 



自主防災組織 

自主防災組織とは、住民の隣保協同の精神に基づく自発的

な防災組織で、町内会若しくは自治会の地域ごとに結成され

たもの等をいう。 

 

近隣協力員 

名古屋市立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び特別

支援学校において、機械警備の補完としての学校等の状況確

認並びに災害時に学校等が避難所となる場合の門及び体育

館の開錠等を行う者をいう。 

 

応急危険度判定 

 地震により被災した建築物について、その後の余震等によ

る倒壊の危険性並びに建築物の部分等の落下あるいは倒壊

の危険性をできる限り速やかに判定すること。その結果、復

旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険性

を情報提供することにより、被災後の人命に関わる二次的災

害を防止することを目的としている。 
 

在宅避難者 

 避難所で生活していない者で、自宅で避難者と同様に支援

の必要な者をいう。 

 

災害時要援護者 

必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守る

ために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動を

とるのに支援を要する人々のこと。 

（一般に、傷病者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦等があげられる。） 

 

 



福祉避難スペース 

避難所の通常の収容場所では避難生活に支障がある災害

時要援護者のために、避難所の中に災害時要援護者に配慮し

た場所を確保することにより設置する避難場所をいう。 

 

 

福祉避難所 

「福祉避難スペース」では避難生活が困難な災害時要援護

者を避難させる二次的な避難所のことをいう。基本的には設

備等の面でより適している社会福祉施設等を利用し、施設等

の了解を得てから開設する。（ただし、人的（介護ヘルパー

等）もしくは物的（介護用品等）な支援体制が整っていると

は限らない。） 

 

医療救護班 

災害により、傷病者等が多数発生した場合等に、傷病者に

対し迅速、的確かつ効果的に応急的な医療を施すために編成

される班体制。（市立病院など） 

 

応急救護所 

傷病者に対して応急手当を行うところ。 

 

深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群） 

食事や水分を十分とらない状態で、車の中など狭い座席で

長い時間同じ姿勢をとっていると、血行不良が起こり、足に

ある静脈に小さな血のかたまりができやすくなり、急に立ち

上がって動いた時などに、血のかたまりが足から肺や脳、心

臓に飛び、血管を詰まらせ、肺塞栓や脳卒中、心臓発作など

を起こす恐れがあるもの。 

 

 



区災害ボランティアセンター 

災害発生後、市・区社会福祉協議会の協力を得て設置し、

ボランティア活動場所からの支援要請を受け、ボランティア

の派遣・活動を行う。 

 

仮設トイレ 

避難所の既設トイレが使用できない場合に使用する組立

式の災害用トイレ。「下水道直結式」と「くみ取り式」があ

る。 
 

下水道直結式仮設トイレ 

 震災用マンホールの上に設置し、下水管に直接し尿を落と

す方式のトイレ。くみ取りの必要がない。 
 

くみ取り式仮設トイレ 

 し尿を便槽に溜め、後からし尿をくみ取る方式のトイレ。

し尿が溢れないように定期的なくみ取りが必要である。 
 
簡易パック式トイレ 
既設の洋式トイレ等にかぶせて使用する袋と凝固・消臭剤

のセット。使用後は可燃ごみとして収集し、焼却処理を行な

う。 
 
なごや減災プロジェクト 
 市民からの災害時の被害情報や気象に関する情報を共有

するためのウェブサイトのこと。 
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第１章 避難所の管理運営について 
１ 目的 

避難所ごとに区役所、災害対策委員、地域住民及び施設

管理者等の合意のもと、あらかじめ管理運営について必要

事項を定め、災害発生時等にすばやく避難所を開設し、避

難者を収容・保護するとともに、災害救助地区本部（以下

「地区本部」という。）との連携を図り避難生活における

不安・動揺を鎮め、人心の安定を図ることを目的とする。 

 

２ 避難所の開設 

   避難所の開設 

災害が発生あるいは発生する恐れがあり住民の避難

を要する時、区本部長は、すみやかに必要な避難所を開

設する。避難勧告・指示が発令された場合及び住民が自

発的に避難を開始した場合は、区本部長はすみやかに必

要な避難所を開設する。なお、市立の小・中学校避難所

は震度５強以上の地震が発生した時は、近隣協力員等の

協力を得て、グラウンドを避難所として自動開設し、施

設管理者、区本部から派遣された職員、災害対策委員及

び地域住民等が避難所施設の安全確認をした上で、体育

館等を避難所として開設する。また、避難所の開設にあ

たり、避難所の鍵の所持者をあらかじめ定めておく。（１

１ページ別表１） 

 

   避難所開設の手順 

① 区本部から、施設管理者あるいは地区本部長など施 

設の鍵の所持者に連絡し、避難所施設の鍵を開けるよ 

う依頼する。 

② 地区本部長に、区本部からの派遣職員が到着するま 

での間、避難者の受入れを依頼する。 
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③ 地区本部から派遣された住民と、区から派遣された 

職員が協力して、避難者の受入れ及び状況把握をする。 

 

  避難所として避難者を収容する場所及び開設の順序 

避難所として避難者を収容する場所は、あらかじめ区

役所、災害対策委員、地域住民及び施設管理者と調整し

定めておく。特に福祉避難スペース（災害時要援護者の

ために区画された部屋等）、ペット等のために使用する

場所（原則、ペットとの同行避難が可能な場所は市立小

中学校）及び水害時の一時的な避難所については、あら

かじめ区役所、災害対策委員、地域住民及び施設管理者

で十分調整の上、指定されたスペースとする。避難所ご

とに各施設平面図に、使用する場所等を記載し、各避難

所平面図を作成しておく。（１６ページ別表９参照） 

コミュニティセンター等を避難所として使用する場

合は、個別に定める。（１２ページ別表３） 

また、１人あたりのスペースの基準は２㎡とする。 

津波避難ビル対象区については、当該避難所の津波避

難ビル指定の有無についても事前に確認しておく（１２

ページ別表４） 

開設の順序は、小・中学校の場合、原則として①体育

館②特別活動室③格技場④その他（特別教室等授業再開

に支障のないスペース）の順に開設するが、災害規模・

避難者数等に応じて変更することができる。（１１ペー

ジ別表２） 

 

３ 避難所の管理運営 

  避難所は、地区本部からの指示を受けて、避難者の中か

ら代表管理者（区政協力委員等）を選任し、代表管理者の

指揮のもと、地域住民、区本部から派遣された職員及び施

設管理者の支援によって各組織を確立し自主運営する。 
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  避難所管理組織及び任務 

代表管理者

地区本部等との連絡調整 
各班の管理及び指揮 
基本事項の決定 
各班との会議開催 

総 務 班

避難者数の報告（速報） 
避難者名簿の作成 
避難世帯数と避難者数の連絡（詳報） 
情報収集 
情報の伝達 
情報機器設置場所の決定 
情報掲示場所の決定 
各種要請 
地区本部等との調整 
日報の作成 
ボランティアの要請・受入れ 
避難所内外の警備 
要望リストの作成 
マスコミ対応 

施 設 班

避難者のスペース配分 
福祉避難スペースの確保 
避難者の誘導 
電気等の復旧依頼 
危険な場所等への立入制限 
雑用水の確認 
バリアフリー用器具等の設置 
ペットとの同行避難者への対応 
仮設トイレの設置 
清掃当番の決定 
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救 護 班

応急救護所の確保 
傷病者の応急手当 
傷病者名簿の作成 
災害時要援護者対応窓口の設置 
災害時要援護者の状況・ニーズの把握 
医療救護班等の要請 
災害時要援護者の移送 
健康指導 

食 料 班

飲料水の確保 
応急給水施設等の確認 
食料の配分 
食料品の供給依頼 
食料品の受払 
必要物資要請リストの作成 

物 資 班

救援物資等の配分 
救援物資等の供給依頼 
救援物資等の受払 
必要物資要請リストの作成 

・避難所ごとに各地域で担当班を事前に決めるなど、避

難所開設時に円滑に運営ができるようにしておく。 

・各班は、男女のニーズの違いなどに対応できるよう女

性リーダーの養成や避難所運営への女性リーダーの参画

などに留意（女性が相談しやすい窓口を設けるなど）し

たうえで、班長・班員５名程度で構成し、必要に応じ増

減することができる。 

 

  備蓄物資の管理 

 備蓄物資は災害用のため、平常時に消費・使用しない

こと。市で備蓄している食糧・物資等は、賞味（使用）

期限の約１年前に更新する。時期・方法等はその都度、

市担当局から施設管理者に連絡する。 
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  資機材・備蓄物資等の保管場所等 

資機材、備蓄物資、ごみ集積場所等は、区役所、災害

対策委員、施設管理者及び環境事業所で調整の上あらか

じめ定めておく。各避難所平面図及び周辺図に場所を図

示しておく。また、毎年度、区役所・災害対策委員が備

蓄物資の保管場所や賞味期限等の確認を行う。 

なお、下水道直結式仮設トイレの設置場所は上記の関

係機関のほか、管路センター、土木事務所と協議のうえ、

あらかじめ定めておく。 

下水道直結式仮設トイレ及び地下式給水栓の配置さ

れている避難所では、別図（下水直結式仮設トイレのマ

ンホール位置及び地下式給水栓設置位置）により設置す

る。（１３～１５ページ別表５～７） 

 

４ 区本部・地区本部等との情報の伝達・収集の方法 

電話が使える場合は、電話を使用し、地区本部を通して

区本部と情報の伝達・収集を行う。電話が使えない場合は、

伝令者を派遣する。（１５ページ別表８） 

小・中学校では、デジタル移動無線を使用する。（無線

の取扱要領は別冊操作マニュアル参照） 

 

５ 施設の使用 

区役所及び災害対策委員が施設管理者と調整の上、目的

別スペースをあらかじめ定め、各避難所平面図にも図示し

ておく。また、各避難所施設から災害時に使用することが

できるものについてもあらかじめ把握しておく。（１６、

１７ページ別表９、１０） 

 

６ 性別への配慮 

男性リーダーが多い現状で、女性特有のニーズに対応す

るため、女性特有のニーズに合わせた物資の配布、女性専
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用スペースの設置など、避難所における性別に配慮した対

応（安全確保、相談支援など）について留意する。 

 

７ 災害時要援護者への対応 

 災害時要援護者が避難所に容易に出入りできるように、

区役所及び災害対策委員が施設管理者と調整の上、移動の

障壁となる箇所の把握に努めるとともに、簡易スロープな

ど、障壁の除去に有用な器具等、バリアフリー化に有用な

器具等を用意しておく。（１７ページ別表１１） 

  傷病者への対応 

傷病者がいる場合は、応急手当を施したうえ、必要に

応じて救急車の要請又は、地区本部を通して区本部に、

医療救護班等の要請を行う。 

 

  高齢者・障害者への対応 

様々な障害がある方が避難している前提に立ち、すべ

ての連絡事項について、わかりやすい表現を心掛け、音

声による伝達に加え、貼り紙に伝達事項を記載する等、

情報の伝達に留意する。筆談などに対応できるようにメ

モ用紙・筆記具等を区役所、災害対策委員等が調達でき

るようにしておく。 

 

   乳幼児、妊産婦への対応 
 乳幼児及び妊産婦の心身の特性より、避難所における

防寒・避暑、衛生、防音等への配慮や授乳やおむつ交換

ができる場所及び妊産婦が安静・休息ができる場所など

の確保、乳幼児の事故防止対策などについて配慮する。 
 

  外国人への対応 

やさしい日本語（ルビ付き、簡単な日本語）を用いて、

必要な情報が伝わっているか確認する。伝わらない場合
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は、避難所内で外国語が話せる人に通訳を依頼する。い

ない時は地区本部を通して区本部へ連絡し通訳の派遣

を依頼する。 

 

８ 共同生活のルール 

避難所での共同生活では、個々のプライバシーの尊重、

災害時要援護者への配慮（１２災害時要援護者への配慮事

項）、過ごし易さ等を考慮し、共同生活のルールを避難者

に周知する。（１８ページ別表１２） 

 

９ 個人情報の保護について 

  各種様式には、名簿類等の個人情報が多々あることから

取り扱いに注意し、避難所閉鎖後は地区本部を通して区本

部に提出する。 

 

１０ 協議事項等の確認 

  避難所を管理・運営するにあたり、区役所、災害対策

委員及び施設管理者で協議事項について確認し、地域

に周知を図るとともに、常に情報交換するなど円滑な

運営に努める。（１９ページ別表１３） 

 

１１ 避難所運営（生活）に役立つ物品等 

  避難所運営（生活）に役立つ物品等を、地域でできる

限り事前に準備または調達できるようにしておく。（２

０ページ別表１４） 
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区分 避難行動などの特徴と主な配慮事項 
①高齢者  体力が衰え行動機能が低下している場合や緊急事態の察知が遅れ

る場合があるため、早めの情報提供や避難誘導に配慮する。 

 避難所においては、出入口やトイレへの動線などの環境面や食事面

での配慮を要する。介助者や介護用品が必要となる場合もある。また、

活動性の低下により健康状態が悪化することがあるので、適度な運動

を促すよう留意する。 

 なお、単身の高齢者には、地域コミュニティとのつながりが希薄な

方もおり、情報提供や避難所内で孤立しないような配慮が必要となる

。 
②肢体不自由のあ

る方 
 肢体不自由とは、手や足、胴の部分に障害のあることをいい、移動

が困難なだけでなく、話すことが困難だったり、体温調節が困難だっ

たりする方もいる。また、移動に制約がある場合は、その家族・介助

者等も含め避難行動が遅れがちになる。 
 避難所においては、家族・介助者と一体となった支援、個別対応が

できる介助者の配置、車いす利用者の通路・生活スペースの確保、ベ

ッドやポータブルトイレの確保など個別の配慮が必要となる。 
③視覚障害のある方  一人で移動することが困難であり、避難時の移動は極端に制約され

る。 
 避難所においては、本人の意向を確認したうえで、できるだけ出入

口や多目的トイレに近い場所を確保するなど、移動が少なくて済むよ

うに配慮することが必要。また、掲示板等で提供する情報については

、必ず音声等による情報提供を併せて行う必要がある。 
④聴覚障害・言語障

害のある方 
 主に文字や図などの視覚により情報を入手するため、コミュニケー

ション支援が不可欠。言語障害がある方との会話においては、分かっ

たふりをせず、一語一語ゆっくり確認する。 
 避難所においては、連絡事項等については必ず文字による掲示も併

せて行う必要がある。場合によっては、手話・要約筆記等を利用した

情報伝達や状況説明が必要なこともある。 
⑤内部障害のある方  避難時に常用薬や常時使用する医療機器が欠かせない。見た目では

、健常者と何ら変わらない方もいる。 
 避難所においては、障害・疾患に応じた医薬品・医療機器・ストマ

用装具の支給が必要で、医療機材の消毒や交換等のための清潔な治療

スペースや医療機器用の電源の確保も必要となる。そのような環境が

確保できない場合や、医療的措置が必要と判断された場合には、速や

かに医療機関等へ移送する。 
 なお、腎臓機能障害で人工透析の必要な方については、透析医療の

確保を図る必要があるほか、食事制限（タンパク質、カリウム、塩分

の摂取を抑える必要がある）が必要であり、食事の提供において配慮

（カップ麺等は不向き）が必要である。 

１２ 災害時要援護者への配慮事項 
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区分 避難行動などの特徴と主な配慮事項 
⑥知的障害のある方  単身での避難や、災害状況把握が困難である。災害ショックや環境

変化によるストレスに配慮し、適切な介助者が不可欠となる。 
 災害の状況を的確に判断するのが困難なため、絵、図、文字などを

組み合わせるなどわかりやすい言葉で状況を説明し、避難所のトイレ

の位置などを伝える必要がある。その際、精神的に不安定にならない

よう、できるだけ普段から慣れ親しんでいる人が対応する必要がある

。 
 努めて冷静な態度で接し、絶えず優しい言葉をかけるようにし、災

害の不安から大声や奇声をあげるなど異常な行動をしても叱ったり

しない、移動させるときは一人にはしないなどの配慮が必要となる。

 避難所においては、環境の変化を理解できず混乱したり、不安にな

ったりする場合があるので、気持ちを落ち着かせるような配慮が必要

となる。周囲とコミュニケーションが十分に採れないためトラブルに

なることもあるので、場合によっては個室を確保するなどの配慮が必

要となる。 
⑦精神障害のある方  災害ショックや環境変化によるストレスにより、病状悪化や再発の

リスクが高まるおそれがある。継続的な服薬により状態が安定してい

るが、病気のために対人関係等に支障をきたすことも多い。見た目で

は分かりづらく、自ら言い出しにくいこともあるため、周囲の理解と

支援が必要。 
 避難所においては、本人が孤立しないよう家族や知人等、本人が安

心し信頼できる人が付き添い、精神的な安定のため必要に応じて別室

を確保するなどの配慮が必要。また、継続的な服薬や病状悪化への対

応のために、巡回診療を行う等の医療的なケア体制の連携も必要とな

る。 
⑧発達障害のある方  見た目では障害のあるように見えないことがあるが、コミュニケー

ションや対人関係を作るのが苦手な人も多く、周囲の人の理解と支援

が必要となる。日常と違う環境の変化により混乱し、奇声を発したり、

落ち着きのない行動をしたりすることがある。一方で、命にかかわる

ような指示でも聞きとれなかったり、治療が必要なのに平気な顔をし

ていたりする人もいる。感覚過敏によるストレスに配慮する必要もあ

り、発達障害の特性を理解した介助者が不可欠となる。 
 避難所においては、情報を伝えるときは、個別に声かけをする、指

示や予定は明確に伝える、否定的な言動ではなく肯定的に（走っちゃ

だめ→歩こうね）、大声で叱らない（逆効果になる）、興奮したときは

その場から離して気持ちを鎮めるなどの配慮が必要となる。場合によ

っては、別室を確保するなどの配慮が必要となる。 
 また、てんかんを併発している人もあり、避難時に常用薬が欠かせ

ない人もいることに留意が必要となる。 

自閉症 
アスペルガー症候群

など
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※１ 区分や配慮事項については、主な事項を記載 

※２ それぞれの特性に応じた個別の配慮が必要であり、当事者の意思等を確

認しながら必要な配慮を行う。 

 

区分 避難行動などの特徴と主な配慮事項 
⑨認知症のある方  単身での避難や、災害状況把握が困難である。災害ショックや環境

変化によるストレスに配慮し、適切な介助者が不可欠となる。周囲と

の適切なコミュニケーションが不可欠で、避難所の設備・環境・家族

介護者の心理的負担にも配慮が必要である。 
⑩難病患者  車いすの方から、見た目では健常者と何ら変わらない方まであり、症

状としては筋力低下、しびれ、痛み、ふらつき、転びやすいなどがあり、

疾患によっては体調が変化しやすく、常用薬や常時使用する医療機器、

個別に応じた食事等が欠かせない。 
 疾患等に応じた医薬品・医療機器の支給が必要で、医療機材の消毒や

交換等のための清潔な治療スペースや医療機器用の電源の確保も必要と

なる。そのような環境が避難所において確保できない場合や、医療的措

置が必要と判断された場合には、速やかに医療機関等へ移送する。 
⑪乳幼児・子ども・

妊婦 
 災害ショックや環境変化によるストレスに配慮する。心身の状態の

変化に注意が必要。適切な介助者が不可欠で介助者を含め避難が制約

されやすい。心身の状態の変化に注意が必要。 
 避難所においては、暑さ・寒さ対策を施し、室内環境を整えるとと

もに、衛生面の確保が必要となる。加えて、授乳室やおむつ替え場所

の確保、さらには子どもが泣いたり、騒いだりしても気兼ねがないよ

うに、空間的な配慮を行うことと併せて、子どもにとって危険な場所

がある場合には、立ち入らないように区画し、子どもにもわかるよう

に表示をする。 
 妊婦は、安静・休息がとれるよう横になれる場所の確保に加え、産

気に注意が必要。 
⑫傷病者 
（けが・病気等） 

 避難行動に支障をきたす場合があり、症状によっては介助が必要な

ことがある。 
 災害によってけがを負っている場合は、症状が突然悪化することが

あるため、医療救護班を要請し、必要な治療を受けられるようにする

。 
 また、風邪やインフルエンザなど感染症の疑いのある方には、個室

を確保し、他の避難者に感染しないよう注意する。 
⑬外国人など  文化や習慣、災害に関する経験の違い、言葉の壁などにより、適切

な状況把握や避難が困難であることを踏まえて対応する必要がある。

やさしい日本語（ルビ付き、簡単な日本語）や、多言語により情報伝

達するよう配慮する。 
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第２章 避難所運営における事前準備について 

 

別表１ 避難所の鍵の所持者（近隣協力員等） 

 

別表２  施設内収容場所（学校施設） 

避 難 者 

収容場所 
階数 

収容可能 

面積 

収容可能

人員 

車イス等 

避難可否 

注意事項等 
（水害時使用不可

など） 

① 体育館 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

② 特別活動室 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

③ 格技場 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

その他 

④ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑤ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑥ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑦ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑧ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

※○数字は開設の順序。福祉避難スペースも記載する。 

氏 名 住  所 ・ 電 話 番 号 備 考
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別表３  施設内収容場所（学校施設以外） 

避 難 者 

収容場所 
階数 

収容可能

面積 

収容可能

人員 

車イス等 

避難可否 

注意事項等 
（水害時使用不可

など） 

① 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

② 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

③ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

④ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑤ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑥ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑦ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

⑧ 
 階建て

の  階 ㎡ 名
可・否  

※○数字は開設の順序。福祉避難スペースも記載する。 

別表４ 津波避難ビル指定状況（津波避難ビルに指定されて

いる避難所施設） 

棟名称 階数 
避難経路 

入口 

指定の

有無 
備考 

     

     

     

※鍵の解錠者が避難所と異なる場合は備考欄に記載する。 
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別表５ 資機材 

 

 

品名 数量 
保 管 場 所

（解錠方法）
使 用 方 法 

バール    

のこぎり    
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別表６ 備蓄物資 

品名 数量 
保 管 場 所

（解錠方法）
配 分 方 法

乾パン    
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別表７ ごみ集積場所等 

 設 置 場 所 使 用 方 法

ご み 集 積 場 所   

く み 取 り 式

仮 設 ト イ レ
  

下 水 道 直 結 式

仮 設 ト イ レ
  

救 援 物 資 等

集 積 場 所
  

 

別表８  区本部・地区本部等の電話番号 

場 所 電 話 番 号

区 本 部  

地 区 本 部  

避 難 所 代 表 電 話

臨時電話設置前 

臨時電話設置後 
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別表９ 目的別スペースの指定 

利 用 目 的 指 定 す る 場 所 注 意 事 項

運営管理室（代表

管理者・各班班員）
  

応 急 救 護 所   

福祉避難スペース

（災害時要援護者のた

めに区画された部屋等）

  

ペットの避難場所   

情報機器（テレビ

等）設置場所 
  

情 報 掲 示 場 所   

地 区 本 部

（ 小 学 校 の み ）
  

   

※４６ページ参照 
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別表１０ 施設内使用可能物品 

※２０ページ別表１４参照 

 

別表１１ バリアフリー化に有用な器具等 

使用可能物品 数 量 保 管 場 所 注 意 事 項 等

    

    

    

    

    

    

使用可能物品 数 量 保 管 場 所 注 意 事 項 等

スロープ    
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別表１２ 共同生活のルール 

事 項 内   容 

個々の専用スペース

の割当と間仕切り 
 

食料・飲料水・救援

物 資 の 配 分 方 法
 

ト イ レ の 利 用  

ご み の 排 出 方 法  

（ 喫 煙 可 能 な 場 合 の ）

喫 煙 場 所  

起 床 ・ 消 灯 時 間  

そ の 他
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別表１３  協議事項 

事  項 内     容 

自動車の乗り入れ  
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別表１４ 避難所運営（生活）に役立つもの 

冷暖房器具 石油ストーブ 発電機 
照明器具 懐中電灯 乾電池 
テレビ ラジオ ろうそく 
パソコン ハンドマイク 携帯電話の充電器 
ホワイトボード 台車 車いす 
ブルーシート カラーコーン 養生テープ 
軍手 スコップ バケツ 
食器類 段ボール 各種テープ 
ほ乳びん カセットコンロ ラップ 
筆記用具 マジック 紙類 
防寒具 下着類 生理用品 
紙おむつ ティッシュ 衛生用品 
タオル類 マスク スキンケア用品 
トイレットペーパー 携帯トイレ ビニール袋 
   
   
   
※地域で事前に用意してあると良い資器材の一例。 
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第３章 被災地支援を通して得られた教訓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行政からの情報発信 

 

（陸前高田市での教訓） 

・何度も同じことを聞かれ、業務が進まなかった。 

・多くの避難者からの要望や苦情に応えられる情報がなく、混乱した。 

・伝言での情報伝達を行ったため、混乱した。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 
 「総務班３ 情報の提供」の中で、掲示板への掲示例を具体的に示しました。

２ 避難住民のケア 

 

（陸前高田市での教訓） 

・避難所生活が長期間になることに伴い、肉体的・精神的に疲労を感じる避難

者が発生した。 

【災害時の業務への反映】 
災害時の業務において、メンタルヘルスケア及び応援精神科・ＰＳＷ（精神

保健福祉士）の配置の調整を入れています。 

 

 

（陸前高田市での教訓） 

・薬の服用の有無とその薬の残数、人工透析の実施の有無について受入当初に

把握しなかったため、後に薬の調達や人工透析実施可能な医療機関の確保など

が必要になり、混乱した。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 

「総務班１ 避難者の把握・名簿の作成」「様式２－１ 避難者登録票」 

「様式１０－１ 災害時要援護者ニーズ調査表」で、受入当初から避難者の

状況・ニーズを把握するようにしました。 
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３ 避難所運営 

(1) 避難所運営全般 

（陸前高田市での教訓） 

・車上あらしが発生した。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 
「総務班６ 避難所内及び避難所周辺の警備等」の中で、避難所内及び避難所

周辺の警備について、記載しました。 

 

（陸前高田市での教訓） 

・停電によりストーブが使用できなかったため、停電時でも使用できるタイプの

ストーブ（石油ストーブ等）が重宝した。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 

「第２章 別表１４ 避難所運営（生活）で役立つもの」の中で、避難所運営

（生活）で役立つものを記載しました。 

 

（陸前高田市での教訓） 

・被災者が多数発生したため、避難所ではない施設や親類や友人宅などを避難所

とする個人宅が避難所となるケースが多数あった。 

・在宅避難者から食料が行き渡らないと苦情がきた。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 

「総務班１ 避難者の把握・名簿の作成」の中で「様式２－４ 在宅避難者名

簿」を作成すること、「食料班２ 食料の配分」「物資班１ 救援・調達物資の

配分」の中で、在宅避難者に食料・物資を配分することを記載しました。 
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４ 避難所運営訓練 

 

（陸前高田市での教訓） 

・避難所運営のためのマニュアル、ルールが十分活かされなかった。 

・避難所により、運営に差が生じた。 

・避難所支援業務に携わるスタッフの数が不足した。 

・発災前において、避難所運営に係る想定及び訓練が不十分であった。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 
 本マニュアルを改正したことから、本マニュアルをご理解頂くとともに、訓練

を実施して頂きたいと考えております。 

 

 

(2) 女性の視点 

（陸前高田市での教訓） 

・女性が必要となる物資の調達に苦慮した。専用の更衣室等がなかった。 

【避難所運営マニュアルへの反映】 
「第１章 ６ 性別への配慮」の中、で男性と女性の違いによる配慮について

の記載、「共通事項２ 管理組織の確立」で管理組織への女性の参画、「総務班

１ 避難者の把握・名簿の作成」の中で、女性からのニーズ把握のために受付

に女性の配置、「施設班１ 避難スペースの配分・誘導」の中で、女性用の更衣

室のスペース配分、「物資班１ 救援・調達物資の配分」の中で、女性用物資の

配分について、等を盛り込み、女性視点での配慮を加えました。 

 

（陸前高田市での教訓） 

・生活環境のニーズに対応しきれなかった。 

（広さ、仕切り、女性の着替え・乳児のおむつ替えスペース等） 

【避難所運営マニュアルへの反映】 
「施設班１ 避難スペースの配分・誘導」の中で、更衣・授乳・おむつ交換ス

ペースの確保を記載し、スペース配分に配慮するように、記載しました。 
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 避難所開設時 避難所開設後（初期） 中期 
代表管理者  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 避難所の解錠 

 
□ 安全確認 

 
□ 施設内使用場所の

確保 
 

□ 代表管理者の選任 
 

□ 管理組織の確立 
 

□ 管理組織図の掲示 
 
 
 
 
 
 

□ 地区本部等との連絡調整 
□ 各班の管理及び指揮 
□ 基本事項の決定 

□ 各班との会議開催 

総務班 □ 避難者数の報告（速報） 
□ 避難者名簿の作成 
□ 避難世帯数と避難者数の連絡

（詳報） 
□ 情報収集 
□ 情報の伝達 
□ 情報機器設置場所の決定 
□ 情報掲示場所の決定 
□ 各種要請 
□ 地区本部等との調整 

□ ボランティアの要請・受入

れ 
□ 要望リストの作成 
□ 避難所内外の警備 
□ 日報の作成 
□ マスコミ対応 
 

施設班 □ 避難者のスペース配分 
□ 福祉避難スペースの確保 
□ 避難者の誘導 
□ 電気等の復旧依頼 
□ 危険な場所等への立入制限 
□ 雑用水の確認 
□ バリアフリー用器具等の設置 
□ ペットとの同行避難者への対

応 

□ 仮設トイレの設置 
□ 清掃当番の決定 
 

救護班 □ 応急救護所の確保 
□ 傷病者の応急手当 
□ 傷病者名簿の作成 
□ 災害時要援護者対応窓口の設

置 
□ 災害時要援護者の状況・ニー

ズの把握 
□ 医療救護班等の要請 
□ 災害時要援護者の移送 

□ 健康指導 

食料班 
 

□ 飲料水の確保 
□ 応急給水施設等の確認 

□ 食料の配分 
□ 食料品の供給依頼 
□ 食料品の受払 
□ 必要物資要請リストの作成

物資班  □ 救援物資等の配分 
□ 救援物資等の供給依頼 
□ 救援物資等の受払 
□ 必要物資要請リストの作成

避難所運営フロー図 
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避難所運営チェック表（代表管理者） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 各班等を集め、会議を開催する。（１日の終わり）（３６ページ参照） 

中期（２４時間以内）

 
□ 地区本部、区本部、区本部から派遣された職員及び施設管理者との連絡調

整をする（３６ページ参照） 
□ 各班の管理及び指揮をする（３６ページ参照） 
□ 避難所運営に係る基本事項を決定する（３６ページ参照） 

初期（避難所開設後） 

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 

⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 
※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 
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避難所運営チェック表（総務班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 
⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 

 ※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 

 
□ 地区本部等に避難者数を報告する（速報）（３７ページ参照） 
□ 避難者名簿を作成する（３７ページ参照） 
□ 地区本部等に避難世帯数と避難者数を連絡する（詳報）（３７ページ参照）

□ 情報の収集を行う（３８ページ参照） 
□ 各種情報を避難者に伝える（３９ページ参照） 
□ 情報機器（テレビ等）の設置場所を決める（３９ページ参照） 
□ 情報掲示場所を決める（３９ページ参照） 
□ 必要物資要請リストを作成する（４１ページ参照） 
□ 地区本部または区本部に各種要請を行う（４１ページ参照） 
□ 地区本部等との調整をする（４３、４４ページ参照） 

初期（避難所開設後） 

 
□ ボランティアの要請・受入れを行う（４０ページ参照） 
□ 各班及び避難者からの要望を集約し、リストを作成する（４１ページ参照）

□ 避難所内外の警備を行う（４２ページ参照） 
□ 日報を作成する。（１日の終わり）（４３ページ参照） 
□ マスコミ対応（４５ページ参照） 

中期（２４時間以内）
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避難所運営チェック表（施設班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 仮設トイレを設置する（５０ページ参照） 
□ 各施設の清掃当番を決める（５０ページ参照） 

中期（２４時間以内）

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 
⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 
※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 

 
□ 避難する場所のスペースを配分する（４６ページ参照） 
□ 福祉避難スペースを確保する（４６ページ参照） 
□ 避難者の誘導を行う（４６ページ参照） 
□ 電気・ガス・水道・電話等が使用できない場合、復旧の依頼をする（４７

ページ参照） 
□ 危険な場所等には立入禁止等の貼り紙を張る（４８ページ参照） 
□ バリアフリー用器具等を設置する（４８ページ参照） 
□ トイレ・その他雑用水として利用できる水（プール水）を確認する（４９

ページ参照） 
□ ペットとの同行避難者への対応を行う（５４ページ参照） 

初期（避難所開設後） 
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避難所運営チェック表（救護班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 健康指導を行う（５５ページ参照） 

中期（２４時間以内）

 
□ 応急救護所を確保する（５５ページ参照） 
□ 傷病者の応急手当を行う（５５ページ参照） 
□ 傷病者名簿を作成する（５５ページ参照） 
□ 災害時要援護者対応窓口の設置（５７ページ参照） 
□ 災害時要援護者の状況・ニーズを把握する（５７、５９ページ参照） 
□ （必要に応じ）医療救護班等の要請を行う（５５ページ参照） 
□ （必要に応じ）地区本部等に災害時要援護者の移送を依頼する（５７ペー

ジ参照） 

初期（避難所開設後） 

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 
⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 

 ※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 
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避難所運営チェック表（食料班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ 飲料水の確保を行う（６１ページ参照） 
□ 飲料水として使用できる応急給水施設等があるかを避難所マップ等で確

認する（６１ページ参照） 

初期（避難所開設後）

 
□ 食料の配分を行う（６８ページ参照） 
□ 食料品の供給依頼を行う（６８ページ参照） 
□ 食料品の受払を行う（６８ページ参照） 
□ 必要物資要請リストを作成する（４１、６８ページ参照） 

中期（２４時間以内）

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 
⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 
※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 
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避難所運営チェック表（物資班） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
□ 救援物資・調達物資等（食料以外）の配分を行う（６９ページ参照） 
□ 救援物資・調達物資等（食料以外）の供給依頼を行う（６９ページ参照）

□ 救援物資・調達物資等（食料以外）の受払を行う（６９ページ参照） 
□ 必要物資要請リストを作成する（４１、６９ページ参照） 

初期（避難所開設後） 

 
□ 避難所を解錠する（近隣協力者や施設管理者） 
□ 避難所開設時の安全確認を行う（３１ページ参照） 
⇒要注意と判断したら応急危険度判定士の要請 

 ※安全確認までの間は屋外に待機 
⇒危険だと判断したら、他の避難所へ移動 

□ 施設内使用場所を確保する（１１、１２ページ参照） 
□ 代表管理者を選任する（３５ページ参照） 
□ 管理組織を確立する（３５ページ参照） 
□ 管理組織図を掲示する（３５ページ参照） 

（避難所開設時）（共通） 
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共通事項１ 避難所開設時の安全確認 
 

１ 避難所を開設する際、施設管理者、区本部から派遣された職員、

災害対策委員及び地域住民等は、避難所施設の安全確認を行う。

 

２ 安全確認を行った結果、必要な場合は応急危険度判定士の派遣

を地区本部を通して区本部に要請する。その場合は、建物被災状

況チェックシートを地区本部を通して区本部に送付する。また、

避難所が使えない場合は、地区本部を通して区本部に確認し、使

用できる避難所に移動する。 

 

３ 建物の被災状況のチェックは、建物ごとで行う。 

 
応急危険度判定要請の流れ 

 

       

 

 

 

 
 
 
 

  
避 難 所 地区本部 

 
 区 本 部

本部室 

事務局 

市災害対策本部 

応急危険度 

判定の実施 

要請 

要請 

要請 

必要に応じて連絡・情報収集

住宅都市部

営 繕 班 
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◆避難所の安全確認と応急危険度判定士の派遣要請の関係フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急危険度判定士の派遣要請 

建物被災状況チェックシートによる避難所の安全確認 

震度５強
以上 

避難所開設 

建物被災状況チェックシートの判定結果 

使用可 要注意 危  険 

避難所使用禁止 

応急危険度判定士の判定 

建物の状況に

不安がある 

使用可 使用不可 
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建 物 被 災 状 況 チ ェ ッ ク シ ー ト 

 
避難所名（建物名称）：                              年  月  日  時現在 

所在地                                                      

記入者所属：                     氏名：                          

チェック項目 該当項目 

１. 隣接する建物が傾き、避難所の建物

に倒れ込む危険性があるか。 

Ａ いいえ Ｂ 傾いているよ
うに見える 

Ｃ 倒れそうであ
 る 

２. 建物周辺に地すべり、崖崩れ、地割

れ、液状化、地盤沈下などがあるか。 

Ａ いいえ Ｂ ある Ｃ ひどくある 

３. 避難所の建物が傾いているか。 Ａ いいえ Ｂ 傾いているよ
うに見える 

Ｃ 明らかに傾い
ている 

４. 外壁材（タイル、モルタル、石張り等）

等が落下しているか。 

Ａ いいえ Ｂ 落下しそうに
見える 

Ｂ 落下した 

 

５. 外壁・柱等に亀裂が生じているか。 
 

Ｘ字状のひび割れ 

Ａ いいえ 
（ひび割れは
あるが、コン
クリート等の
浮 き や 剥 落
がない） 

Ｂ 斜めやＸ字状
のひび割れが
あるが、コンク
リ ート 等 の 剥
落はわずかで
ある 

Ｃ Ｘ字状のひび
割れが多数あ
り、コンクリー
ト等の剥落も
著しく、鉄筋が
露出している 

６. 窓ガラスが割れているか。 Ａ いいえ 
Ａ 数枚割れ 
  た 

Ｂ 沢山割れた 
 

 

 

   上記１～６までのチェックでＢ又はＣの該当項目があるなど危険と判断される場合は、 

建物内に入ってチェックする必要ありませんので、１２を記入して終了してください。 

全てＡの場合は、次のチェック項目７～１１までの内部状況等について確認してください。 

７. 床が壊れているか。 Ａ いいえ Ｂ  少 し 傾 い た
（下がった） 

Ｃ 大きく傾いた
(下がった) 

８. 内部の壁が壊れているか。 Ａ いいえ 
（ひび割れは
あるが、コン
クリート等の
浮 き や 剥 落
がない） 

Ｂ 斜めやＸ字状
のひび割れが
あるが、コンク
リ ート 等 の 剥
落はわずかで
ある 

Ｃ Ｘ字状のひび
割れが多数あ
り、コンクリー
ト等の剥落も
著しく、鉄筋が
露出している 

９. 筋かいが破断又は変形しているか。

（鉄骨造の建物の場合のチェック項目）

Ａ いいえ Ｂ 破断・変形が 
少 し 見 ら れ 、 
全体の 20％～ 
50％ある 

Ｃ 破断・変形が
  各 所 に 見 ら

れ 、 全 体 の
50％超ある 

１０. 天井、照明器具が落下しているか。 Ａ いいえ 
 

Ｂ 落下しそうに
見える 

Ｃ 沢山落下しそ
う又は落下し
た 

１１. 使用できない設備はないか。 □水道    □電気 

１２. その他、目についた被害について（例：塀が壊れた。火災が発生している等） 

 

 

 

判定結果（※該当する判定結果を“□”で囲む） 使用可 要注意 危 険 

 

 

※判定の説明…使用可：Ａのみ  要注意：Ｃはないが、Ｂが１つ以上  危険：Ｃが１つ以上 

区
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被災状況チェックシートの判定・対応 

 チェック項目の結果を基に、以下の判定・対応を行ってください。 

該当項目 判定 対応 

Ｃが一つ以上ある 危  険 建物内へは立ち入らず、地区本部を通して区本部へ連絡

し、他の避難所への移動等、必要な対応をする。 

Ｃはないが、Ｂが一

つ以上ある 

要注意 建物内へは立ち入らず、地区本部を通して区本部へ連絡

し、応急危険度判定士の要請をする。 

Ａのみである 使用可 危険箇所には注意し、建物を使用する。 

 

 

◆ 被災状況チェックシートの使用にあたっての注意事項 

□ 避難所開設前の建物の安全確認をするため、このチェックシートを使用して外部、内部の

破損箇所等を目視により確認してください。  

□ 建物外観で危険と判断される時は、絶対に建物内部へは入らないでください。その場合は、

建物を使用しないよう立入禁止の貼り紙を貼るなどの措置をとってください。 

□ 安全を確認し、建物を使用する場合で、一部にガラス、設備機器の落下等の危険性がある

箇所は、その付近に人が近寄らない措置をとってください。 

□ チェック項目９ の“筋かい”とは、天井面にある水平筋かいと、壁面にある垂直筋かいとが

あります。（下図参照） 

□ チェック項目１１の“使用できない設備はないか”については、使用できない設備を□内に

レ点を付けてください。 

□ 判定結果が“要注意”の場合や建物の状況に不安がある場合は、地区本部を通して区本

部へ応急危険度判定士の派遣を要請してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

体育館の水平筋かい 

水平筋かい 垂直筋かい 

※筋かいは、破断してい
ないが、実際の地震で
変形した状況 

体育館の垂直筋かい 
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共通事項２ 管理組織の確立 
 

１ 避難所を自主運営するため、組織を確立する。 

 

２ 組織は組織図の通りとする。（様式１） 

 

３ 避難者の中から代表管理者を選任する。（区政協力委員等） 

 

４ 各班員を選任する。管理組織の男女割合は、できる限り男女と

も４割以上参画するように選任する。 

 

５ 代表管理者は、各班（班長）が決まったら、避難者に紹介し、

組織図を貼り出す。（様式１） 
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代表管理者 代表管理者の任務 
 
 地区本部、区本部、区本部から派遣された職員及び施設管理者と

緊密な連絡をとり、各班の管理・指揮をする。 
 
〈連絡事項〉 
 ライフライン関係で、避難者からの問合せには、次のように答え

る。時期や方法について不明な点は、地区本部を通して区本部へ問

合せをする。 
１ 電気・電話は、避難所を優先して復旧されること。 
２ 水道（断水）は、速やかに復旧されるが、それまでは避難所を

優先して給水車等による給水が行われること。 
３ ガスは、復旧に時間がかかること。 
 
〈注意事項〉 
災害初期には、かなりの混乱が予想される。区本部を中心に各方

面の復旧に全力をあげているので、避難所の代表管理者は、冷静な

行動をとり、班長（班員）と協力して避難者の不安を少しでもやわ

らげるように努める。 
 

〈確認事項〉 
避難所を管理・運営するにあたり、各班長、地区本部、区本部、

区本部から派遣された職員及び施設管理者等と、共同生活のルール

等を決定し、全避難者に伝える。（１８、１９ページ別表１２、１３）

 
〈会議の開催〉 
１日の終わりには、各班等を集めて会議を開催する。 
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総務班１ 避難者の把握・名簿の作成 
  
避難所を開設したときには、すぐに避難者数を地区本部を通して区本部に

報告する。 
 
避難所内外の避難者の状況をできるだけ正確に把握するため、受付を設置

するとともに、避難者登録票（様式２－１）、避難者名簿（様式２－２）、避

難者名簿（避難所外避難者用）（様式２－３）、在宅避難者名簿（様式２－４）

を作成し、地区本部を通して区本部へ連絡する。 
なお、名簿を作成する際、女性からのニーズを適切に把握するため、受付

に可能な限り、１名以上女性を配置するようにする。 
 
１ 作成の際には、プライバシーの配慮のため、「避難者登録票」（様式２－

１）を世帯単位で記入してもらい、提出してもらう。 
 
２ 各町内会の協力を得て、各町内会別の避難者名簿を作成する。なお、町

内会に未加入者も町内に組み入れて、名簿を作成する。（町内に居住する外

国人も含む。）（様式２－２） 
 
３ 名簿は公表可と公表不可で、それぞれ分けて作成する。 
 公表の仕方については、公表可とした者のみ掲示や問い合わせへの回答を

行い、公表不可の者については、掲示はせず、問い合わせにも対応しない。

 
４ 旅行中や勤務中に被災したなど、上記２に含まれない避難者の名簿を作

成する。（様式２－２） 
 
５ 避難所の周辺に避難している者についても巡回するなどして、名簿を作

成する。（様式２－３） 
  避難所以外の施設・車両内避難者やテント避難者の位置等を名簿に記載

し、深部静脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）による被害を防

ぐため、必要に応じ資料１を配布する。 
 
６ 在宅避難者等、自力で食料等調達できない者について、名簿を作成する。

（様式２－４） 
 
避難者が多く、施設に入れない場合は、地区本部を通して区本部へ連絡を

とって指示を受ける。 
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総務班２ 情報の収集 
 

 避難所を中心とした、地域の被災状況や生活状況に関連する情報

を次の方法で収集する。なお、収集した情報は、必ず日時と発信元

をはっきりさせて記録し、地区本部を通して区本部へ報告する。（様

式３） 

 

１ 避難した被災者の具体的な被害状況を聞き取り調査する。 

 

２ 被災地を巡回し、避難所に避難していない被災者からの情報や

現地の状況を耳と目から入手する。 

 

３ 避難所近隣を巡回し、公的な施設や生活関連施設（コンビニ、

スーパー等）の状況や生活情報の収集に努める。 

 

〈参考〉避難所独自で収集できる主な情報入手手段 

    ・ラジオ、テレビなど ・なごや減災プロジェクト 

    ・市のウェブサイト 

    ※他にも情報の手段はあるが、避難者が自らも情報を収集

するように周知する。 
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総務班３ 情報の提供 
 
１ 避難所を中心とした、地域の被災状況に関連して収集した情報

や、地区本部又は区本部からの情報を、避難所の見やすい場所に

掲示する。 
 
２ 避難所個々の連絡情報用としての掲示場所を設置する。 
 
３ 放送設備の使用が可能な場合は、新しい情報を放送で流す。 
（放送設備の使用時間帯は、施設管理者と協議する。） 
 

４ 電気が使える場合は、マスコミの情報が伝わるようにテレビ等

の設置に努める。 
 
５ 各班からの情報をとりまとめ、避難者に伝える。 
※外国人の方々や様々な障害のある方に配慮し、情報の提供は、や

さしい日本語（ルビ付き、簡単な日本語）を用いわかりやすい表現

を心掛け、音声による伝達に加え、貼り紙に伝達事項を記載する。

〈掲示例〉 

 

避難者情報 区本部、避難所からのお知らせ 

 

 

 

 

 
※公表可の方のみ 

 

 

 

 

 

 

 

名簿 
(様式 2-2) 

(様式 2-3) 

(様式 2-4) 

名簿 
(様式 2-2) 

(様式 2-3) 

(様式 2-4) 

名簿 
(様式 2-2) 

(様式 2-3) 

(様式 2-4) 

名簿 
(様式 2-2) 

(様式 2-3) 

(様式 2-4) 

共同生活

のルール 
(別表 12)

区本部か

らの情報 
避難所 
管 理 
組織図 
(様式 1) 

各避難所 
平面図 
 

情報収集 
リスト 
(様式 3) 

避難所 
からの 
お知らせ 
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総務班４ ボランティアの要請・受入れ 
 
１ ボランティアが必要な場合は、必要人数（役割等を明確にして）

を地区本部、区本部を通して、区災害ボランティアセンターへ要

請する。（様式４） 
 
２ 派遣されるボランティアの団体の名称、責任者、人数及び連絡

先を地区本部、区本部を通して、区災害ボランティアセンターで

確認する。（様式４） 
 
３ 派遣されたボランティアと協力して活動できる体制を作る。（で

きれば各班に入ってもらうのが良い。）また、必要に応じて各班の

打ち合わせに、ボランティアにも参加してもらう。 
 
４ 個別に避難所に来たボランティアについては、地区本部、区本

部を通して、区災害ボランティアセンターに連絡し、指示を受け

る。 
 
〈ボランティアを要請する業務〉 

ボランティアを受入れた時は、ボランティアの自主性を尊重しつ

つ、被災者の救援活動を円滑かつ効果的に行うため、次のような業

務の協力を要請する。 

ア 避難所運営の支援 

イ 被災者の支援・介助 

ウ 救援・調達物資の搬入・仕分け 

エ その他 
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総務班５ 必要物資の要望の集約 
 

１ 各班及び避難者（車両内での避難者や在宅避難者を含む）から

の要望を集約し、リストを作成する。（様式５） 

 

２ 作成したリストを基に、備蓄物資等で確認した上で、地区本部

を通して区本部へ要請する。（様式５、１１、１２） 

 

※備蓄物資は、他の避難所において避難者数が少なく、余りがある

ような場合には、他の避難所から譲り受けて配布しても差し支えな

い。その場合、他の避難所から「何を」「どれだけ」譲り受けたかを

地区本部を通して区本部に報告する。 
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総務班６ 避難所内及び避難所周辺の警備等 
 

１ 避難所内での盗難を防止するため、警備を実施する。 

 

２ 盗難防止のため、避難者個人の持ち物には名前を書くように指

導する。 

 

３ 女性、子ども、高齢者、障害者等を犯罪から守るため、避難所

のパトロールなどの安全対策と照明の確保など、環境改善に努め、

防犯対策を実施する。 

 

４ 避難所周辺についても警備を実施する。 
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総務班７－１ 連絡調整・各種要請 
 
各班から連絡のあった避難所運営に支障のある事項について、代

表管理者、区本部から派遣された職員及び施設管理者の間で連絡調

整し、地区本部を通して区本部へ要請又は指示を求める。 
 地区本部又は区本部からの指示内容について、各班（班長）に伝

え実行するように指導するとともに、避難者に情報提供する。 
 なお、指示内容について、代表管理者、区本部から派遣された職

員及び施設管理者の間で情報を共有すること。 
 地区本部との連絡調整・各種要請状況については、記録すること。

（様式６） 
 また、１日の終わりには、代表管理者を中心として、各班等を集

めた会議を開催し、総務班が日報を記録し、地区本部を通して区本

部に報告する。（様式７） 
 
〈各班からの連絡事項〉 
１ 総務班 ①避難者収容     ②区・地区本部からの情報 
      ③ボランティア    ④物資等要請結果 
 
２ 施設班 ①施設の使用     ②仮設トイレ 
      ③ごみ 
 
３ 救護班 ①傷病者       ②医薬品 
      ③災害時要援護者のニーズ等 

④医療救護班  
 
４ 食料班 ①給水車       ②食料について 
 
５ 物資班 ①不足している物資        
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総務班７－２ 連絡調整・各種要請 
 災害救助地区本部への連絡事項一覧 

事  項 
記載 

ページ

様式 

ページ 
備考 

応急危険度判定士の派遣要請 31 ― 
安全確 認の結

果、必要に応じ

て 

ライフライン復旧状況及び方法に関

する問い合わせ 
36 ―  

避難者名簿の報告 37 74.76.78  

地域の被災状況や生活状況報告 38 80  

ボランティアの要請 40 82  

必要物資の要請 41 84.98．100  

避難所運営に支障のある事項に関す

る要請又は指 示 
 43 ―  

避難所日報の報告  43 88  

施設の使用管理に関する事項 

（仮設トイレ、設備等）の調整依頼
47.48 ―  

傷病者の移送 55 ― 
緊急時は 119 番

通報すること 

傷病者状況の報告、保健所班・医療

救護班の派遣要請 
55 92  

災害時要援護者の移送依頼 57.59 ―  

災害時要援護 者に関する支援の要請 59 96  

給水車の派遣依頼 61 98  

食料の要請 68 98  

救援・調達物資の依頼 69 100  

    

    

※総務班が中心となって連絡調整や要請を行うこと。 

地区本部と連絡がとれない場合は区本部へ連絡すること。 
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総務班８ マスコミ対応 
 

マスコミ等からの取材の要請があった場合、代表管理者と協議し、

避難者の状況を考慮し、避難所運営等に支障がないと認められる場

合に、受け入れることとする。 

その場合、取材者に身分が分かるもの（腕章など）を表示させ、

取材者が単独で避難所内を移動しないように、対応者をつけて、居

住スペースでの取材を行わないように注意する。 
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施設班１ 避難スペースの配分・誘導 
１ 体育館等の広い場所において、避難スペースを配分する場合に

は、次の点に配慮する。 
   あらかじめ１６ページ別表９及び各避難所配置図に定めてあ

る場合は、それを基本とする。 
   避難スペースを配分する前に、通路を確保する。 

   高齢者、障害者、妊産婦及び傷病者には、入口の近くや、ト

イレに近い場所などを優先的に確保する。（段差の有無も考慮）

   子ども（乳幼児）がいる避難者には、授乳やおむつ交換の場

所を確保し、防音・衛生面での配慮をする。 
   着替え（特に女性）や授乳等を行うスペースを他に確保でき

ない場合は、間仕切りセットを利用して設置する。（備蓄されて

いる場合に限る。） 

（体育館のレイアウト例）  ※ スペース基準（目安）は１人２㎡ 
 入口  入口  

受付・事務 

スペース 

 

 

通

その他の避難者 
(できるだけ町内ごとにまとまる) 

 

高齢者・障害者

妊産婦・乳幼児 

傷病者等 

  通       路   

男性単身 

更衣室  

路

 

 

 

その他の避難者 
(できるだけ町内ごとにまとまる) 

 

女性単身 

更衣室・ 

授乳場所等 
(間仕切り使用) 

 
２ 災害時要援護者や傷病者の避難スペースについては、次の点に

配慮する。 
   できる限り区画された部屋等を福祉避難スペースとして確保

する。 
   災害時要援護者（特に、知的障害、精神障害、自閉症などの

発達障害のある人）には、救護班と連携をとって、できる限り

福祉避難スペースへ誘導する。 
   感染症の疑いのある人がいれば、できる限り区画された部屋

等を確保し、誘導する。 
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施設班２ 施設（建物）の確認 
 
 施設（建物）について次のことを確認する。使えない箇所があれば、総務

班へ連絡し、避難者へ伝える。その後の対応は、総務班が地区本部を通して

区本部へ連絡してから指示を待つ。 
〈チェック表〉 
１ 電気はつくか 
  □照明がつく       ⇒場所 
  □照明がつかない     ⇒場所 
 
２ ガスはもれていないか 
  □ガスがもれている    ⇒場所 
  □ガスがもれていない   ⇒場所 
 
３ 電話は使えるか 
  □電話が使える      ⇒場所 
  □電話が使えない     ⇒場所 
 
４ 水は出るか 
  □水が出る        ⇒場所 
  □水が出ない       ⇒場所 
 
５（４で水が出ない場合）プール等の水を確保できるか（４９ページ参照） 
  □確保できる       ⇒場所 
  □確保できない※     ⇒場所 
 
６ 下水道にし尿を流すことは可能か（地区本部を通して区本部に確認を依

頼する） 
  □流すことは可能 
  □流すことは不可能※ 
 
７ トイレの水を流した時、溢れずに流れるか 
  □流れる         ⇒場所 
  □流れない※       ⇒場所 
 
８ トイレの水を流した時、施設内の他の場所の配管から水漏れはないか 

 □漏れている※      ⇒場所 
 □漏れていない      ⇒場所 

※の場合、トイレの使用不可 
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施設班３－１ 施設（建物）の使用管理 
 

 代表管理者（総務班）を通じ、施設管理者及び区本部から派遣さ

れた職員と調整のうえ、施設の管理を行う。 

避難所内で解決できないことは、総務班から地区本部を通して区

本部へ連絡して指示を待つ。 

 

〈建物について〉 

１ スペースの配分が終わったら、施設内の再点検をする。 

２ 危険な場所等には、立入禁止又は許可なく入室を禁止する旨の

貼り紙等で避難者に知らせる。 

 

〈バリアフリー化について〉 

 災害時要援護者等が容易に施設（建物）内やトイレ等に出入りで

きるように、スロープ等を設置する。（１７ページ別表１１参照） 
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施設班３－２ 施設（建物）の使用管理 
 

〈ごみについて〉 

ごみが大量に出ることが予想されるため、あらかじめ決められた

集積場所へ、可燃物と不燃物などを分別して、排出するように指導

する。（１５ページ別表７、１８ページ別表１２参照） 

 

〈喫煙について〉 

 学校施設など、禁煙の施設があるので、それぞれの施設の規則に

従う。（１８ページ別表１２参照） 

 

〈雑用水について〉 

１ トイレ等雑用水として活用できるプールの水が使えるかどうか

確認し、総務班へ連絡する。 

 

２ 近くに川や池がある場合は、トイレ用の水として確保するよう

に努め、総務班へ連絡する。 
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施設班４ 仮設トイレについて 
 
１ 仮設トイレの設置 
  避難所の既設トイレが使用不能の場合（下水道へ排水が可能な場合は、

プールの水等を利用し、既設トイレの使用が可能。）に限り使用する。備蓄

トイレを組み立てて、即時対応用として利用し、不足する場合は、総務班

から地区本部を通して区本部に、仮設トイレの調達を依頼する。 
   仮設トイレ 
   備蓄している仮設トイレは、くみ取り式仮設トイレ又は下水道直結式

仮設トイレ（あるいはその両方）である。下水道直結式仮設トイレの設

置にあたっては必ず地区本部を通して区本部に連絡をとり、別添「下水

道直結式仮設トイレの設置判断基準」の条件が整ったと判断される場合

に設置されるものである。仮設トイレの設置場所は別図（各避難所平面

図及び周辺図）のとおりとする。 
   簡易パック式トイレ 
   簡易パック式トイレを配備している避難所は、マンホールの隆起等に

より下水道直結式仮設トイレが使用できない場合は、くみ取り式仮設ト

イレと併用して簡易パック式トイレを使用する。 
   利用者への配慮 

トイレの設置にあたっては、手すりになるものなどの設置を心掛ける。

男性用と女性用に分けるよう配慮する。 
２ し尿等の収集 
  くみ取り式仮設トイレのし尿収集は、総務班から地区本部を通して区本

部に依頼する。 
３ トイレ等の清掃 
  トイレ等の清掃は、町内単位などで当番制で行うよう指導する。 
４ 不足しているトイレが届くまでの応急対応事例 
   素掘りトイレ 

   穴を掘って、ビニールシートをかぶせ、上に板などを渡し足場を確保

しトイレにする。周囲から見えないように囲いを設置する。 
   ビニール袋・新聞紙を利用 
  ビニール袋を洋式トイレやごみ箱等にかぶせ、新聞紙を詰め排便する。

   使用は可能だが、和式トイレしかない場合 
施設内のイスの中央をくり抜いて和式トイレの上に設置し、洋式トイ

レのように使用する。荷重に十分に耐えられる材質のものを選定する。

５ 使用後の簡易パック式トイレやビニール袋の処理方法 
 可燃ごみとして収集するが、収集が来るまでの間は通常の生活ごみとは分

け、屋外の居住スペースから離れたところに固めておいておく。 
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施設班４別添 下水道直結式仮設トイレの設置判断基準

 

下水道直結式仮設トイレの設置 
 下水道直結式仮設トイレ（以下「仮設トイレ」という。）は、避難

所のトイレが使用不能の場合に限り使用できるものであり、区本部、

環境隊、水道隊及び土木隊と調整し決定されるので、設置の要請は

地区本部を通して区本部に連絡のうえ指示に従うこと。 
 なお、参考までに各隊の役割及び判断基準を示すと次のとおりで

ある。 
 
１ 各隊の役割 

区本部 避難所との連絡窓口 区役所 TEL 

FAX 

環境隊 仮設トイレの調達 環境事業所 TEL 

FAX 

水道隊 仮設トイレ設置場所（マ

ンホール）の指定 

下水管の使用の可否 

管路センター 

（      ） 

（下水） 

TEL 

FAX 

  営業所 

（上水） 

TEL 

FAX 

土木隊 道路状況による仮設トイ

レ設置の適否 

土木事務所 TEL 

FAX 

 
２ 仮設トイレの設置判断基準 
  次ページのとおり 
 
 
 
 
 
 
 



52



53



第４章 避難所運営シート 

54 
 

施設班５ ペットとの同行避難への対応 
 

ペットを連れている者が避難所へ避難してきた場合には、次の

点に配慮する。 
 

１ ペットとの同行避難が可能な避難所は、原則、市立小中学校と

する。ただし、住民同士の理解が得られない場合は、受入れを不

可とする。その他の避難所でペットとの同行避難の相談があった

場合は、近隣のペットを受入れ可能な小中学校を案内するが、緊

急の場合は、代表管理者を中心として施設管理者等と協議し、ペ

ットの受入れの可否を決定する。 
２ ペットの飼育場所の選定については、避難者の健康及び避難所

の衛生の保持を考慮したうえで、施設管理者等と協議し、決定す

る。 
 
◎ペットの飼育場所の一例 
 ・自転車置き場、軒下、テント等の雨風をしのげる場所 
 ※あらかじめ定めてある場合は、１６ページ別表９参照。 
 
３ ペットを連れてきた避難者に対して、窓口へ届け出るよう呼び

かけ、ペットの受入れ状況を把握するとともに、必要に応じて行

政等に支援を要請するため、「避難所ペット登録台帳」（様式８）

を作成する。 
 
４ ペットの管理責任は飼育者にあることを徹底する。 
 
５ ペットの飼育ルール（資料２）を配布し、飼育者及び避難者へ

の周知、徹底を図る。 
 
 
※盲導犬等の身体障害者補助犬を伴った方が避難してきた場合は、

救護班２－２「災害時要援護者への対応」を参照し、一緒に生活

できるスペースを確保する。 
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救護班１－１ 応急救護所の確保、傷病者の救護・把握

及び災害救助地区本部等との連絡調整 
 
１ 応急救護所の確保 
  救護所の場所については、傷病者のプライバシーを十分に確保

できるとともに、水道があるなど、手洗い等のための水が確保し

やすい場所が望ましい。（１６ページ別表９参照） 
 
２ 傷病者の救護 
   応急救護所で傷病者に応急手当を実施する。 
  重傷者等手当のできない傷病者又は、医療機関等に搬送が必

要な傷病者については、１１９番通報するか、地区本部を通し

て区本部に連絡する。 
 

３ 傷病者の把握 
  傷病者のできるだけ詳しい状況等を把握し、名簿を作成する。

（様式９） 
  また、体調不良者の状況もあわせて把握する。 
 
４ 区本部保健所班、医療救護班等の要請 
  把握した名簿を基に、地区本部を通して区本部へ報告、区本部

保健所班、医療救護班等の派遣を要請し指示を受ける。 
 〈参考〉 

名古屋市医師会による医療救護班については、震度５強以上の

地震が発生した場合、自主的に班編成を行い、各中学校に参集し、

医療救護活動を開始する。 
 
５ 避難者の健康に関する指導 
  避難者の健康状態に配慮し、食中毒、感染症及び深部静脈血栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）並びにトイレを我慢して、

水分摂取を控えることによる便秘や脱水等の予防を呼びかける。

  必要に応じ資料１、３、４を配布する。 
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救護班１－２ 応急救護所の確保、傷病者の救護・把握

及び災害救助地区本部等との連絡調整 
 

  
 

 

応急救護所の確保・設置 

重症病者 

応急手当 
（医薬品の調達） 

人数の把握 

１１９番通報 

必要に応じて区本部 
保健所班・医療救護班・

医薬品の要請 

救急車又は移送車要請

医 療 機 関 へ の 搬 送 

救急車の要請

軽症病者 

地区本部を通して 
区本部へ報告 

フロー図 

応急手当 
（医薬品の調達）

人数の把握 

必要に応じて区本部 
保健所班・医療救護班・

医薬品の要請 

地区本部を通して 
区本部へ報告 
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救護班２－１ 災害時要援護者への対応 
 
１ 要援護者用窓口を設置し、専任の担当者を配置した上で、次の

業務を行う。 
   要援護者からの相談への対応 
   要援護者の避難状況の確認 
   要援護者の状況・要望（ニーズ）の把握 
   音声と掲示併用による要援護者への確実な情報の伝達 
   福祉避難スペースを含め、要援護者に配慮したスペースの提

供とトイレ等の配慮 
   避難所で対応できないニーズ（物資や専門スタッフ）の地区

本部を通して区本部への支援要請 
   避難所において活動する医師、保健師、看護師、ボランティ

ア等との情報共有・連携等 
 
２ 避難所のスペースや支援物資等が限られた状況では、避難者全

員、または要援護者全員に対する公平性だけを重視することなく、

介助者の有無や障害の程度に応じて、「優先度の高い人」から柔軟

に、機敏に、そして臨機応変に対応することが重要である。 
 
３ 高齢者、障害者、乳幼児等について、体育館等での生活が可能

かどうかを確認し、困難な時は、福祉避難スペースへ避難させる。

それでも生活が困難な場合は地区本部を通して区本部と、介護保

険施設、福祉避難所となっている社会福祉施設等への入所につい

て相談し、移送を行う場合には地区本部を通して区本部に依頼す

る。また、診療が必要な者は医療機関へ搬送する。（様式９） 
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救護班２－２ 災害時要援護者への対応 
 
 災害時要援護者の対応には、他の班と連携協力して次の点に配慮

する。なお、一人ひとりの状況によって対応が異なるので、本人や

家族などの話をよく聞いて対応する。 
 
１ 施設班と調整し、優先的にスペースを確保する。（１６ページ別

表９参照） 
   トイレに近接した場所や段差の有無など位置にも配慮する。

   できる限り、教室等の区画された部屋を「福祉避難スペース」

として確保し、移動を促す。 
   身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を伴って避難

された方には、一緒に生活できるスペースを確保する。 
   子ども（乳幼児）がいる避難者に配慮する。 
  （授乳やおむつ交換場所の確保、防音・衛生面での配慮など）

 
２ すべての連絡事項について、総務班と調整し、放送などの音声

による伝達と同時に、やさしい日本語（ルビ付き、簡単な日本語）

を用い、貼り紙にわかりやすく記載するなど、視覚・聴覚障害者

や外国人等への情報伝達に配慮する。（直接メモを渡す、専門職員

を配置するなど） 
 
３ 食料班・物資班と調整し、優先的に食料や物資を確保すること

に努める。 
 
４ 施設班と調整し、要援護者に適したトイレを確保することに努

める。 
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救護班３ 災害時要援護者の状況確認・ニーズ把握

 

１ 避難者が作成する避難者登録票（様式２－１）から要援護者の

避難状況を把握する。 

 

２ 地域で防災対策名簿を作成して事前に要援護者を把握している

場合は、避難者名簿と照合して要援護者の安否を確認する。 

 

３ 避難者名簿で把握した要援護者に対して、状況・ニーズを把握

する。（様式１０－１） 

  把握した情報は、避難所を巡回する医師・保健師等へも提供し、

迅速な保健活動に役立ててもらう。 

 

４ 要援護者名簿を作成し、地区本部を通して区本部へ連絡し、必

要な支援を要請する。（様式１０－２） 

※要援護者の避難支援イメージは、次ページのとおり。 

 

５ 福祉避難所への移送についての判断は、区本部から派遣された

職員等と相談し、移送を行う場合には地区本部を通して区本部に

依頼する。（様式９） 
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大規模災害の発生 

避難所へ避難 

要援護者の状況を把握 

福祉避難スペース 

避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

福祉避難所へ移送
施設への緊急入所

医療機関へ入院 

災害時要援護者の避難支援のイメージ 

突発的な大地震な

ど大規模災害時は

概ね４日目を目標 

家族・隣近所で助け合って

避難所へ避難 

介助者により避難 
生活が継続可能な人 

など

入院・入所には至らない程

度で、専門性の高い介助が

必要な人      など 

特養の入所対象者 
常時医療的ケアを要する人

など

調査表（様式 10－1）

避難所管理組織 

対応・移送先を決定 

名簿（様式 10－2） 

行政職員・専門職 

（原則） 

災害救助

地区本部
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食料班１ 飲料水の確保 

 

 水（特に飲料水）を確保するため、次のことに注意する。 

 

〈飲料水について〉 

１ 断水の場合、地区本部を通して区本部に、給水車等の派遣を依

頼し、給水車等が到着したら、順序良く給水に応じるように指導

する。（様式１１） 

  また、水を入れる容器をなるべく多く準備する。 

 

２ 近くに飲料水として活用できる応急給水施設等があるか避難所

マップ等で確認し、総務班へ連絡する。 

 

３ 市立小学校に設置している地下式給水栓の使用方法は次ページ

以降のとおり。 
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64



65



66
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10
0.1mgCL/l 

0.1mgCL/l
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食料班２ 食料の配分 
 食料の配分にあたって、次の点に注意する。 
 
１ 食料の配分は地区本部からの指示を受けて行う。ただし、地区

本部の指示がないときなど、食料班が必要と認めたときは、食料

を配布することができる。この場合、事後すみやかに地区本部を

通して区本部に払出数等を報告する。 

 
２ けがをしていない人に手伝いを依頼し、協力してもらう。 
 
３ 災害時要援護者へ優先的に配分する。 
 （食べやすさに配慮することはもちろんのこと、アレルギーのあ

る人や腎臓疾患のある人は食べられる物に制限があり、専用の食

料を必要とする場合があるため、注意する。） 
〈参考〉 
市の備蓄倉庫において、アレルギー物質不使用のアルファ化米（ア

レルギーのある人でも摂取可）、低たんぱくのアルファ化米（腎臓疾

患のある人でも摂取可）、アレルギー対応の粉ミルクを備蓄してお

り、必要に応じて要請する。 
 
４ 避難者が混乱しないように、整理して配分する。 
 
５ できるだけ町内単位で配分できるように、協力をお願いする。

 
６ 避難所以外の施設・車両内避難者、テント避難者及び在宅避難

者等にも配分をする。ただし、原則、避難所で配分する。 
 
７ 食料が不足する場合は、総務班が集約し、地区本部を通して区

本部へ連絡するので、協力をする。（様式１１） 
 
８ 食料の受払をしたときは、記録しておく。（様式１３） 
 
９ 賞味期限について、十分に気をつけ、配布をスムーズに行うこ

とができるように、保管場所に配置しておく。 
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物資班１ 救援・調達物資の配分 
 物資の配分にあたって、次の点に注意する。 
 
１ 物資の配分は地区本部からの指示を受けて行う。ただし、地区

本部の指示がないときなど、物資班が必要と認めたときは、物資

を配布することができる。この場合、事後すみやかに地区本部を

通して区本部に払出数等を報告する。 

 
２ けがをしていない人に手伝いを依頼し、協力してもらう。 
 
３ 災害時要援護者へ優先的に配分する。 
 
４ 女性用物資については、女性特有のニーズに留意するほか、女

性による配布体制を確立するなど、配布方法に配慮する。 
 
５ 避難者が混乱しないように、整理して配分する。 
 
６ できるだけ町内単位で配分できるように、協力をお願いする。

 
７ 避難所以外の施設・車両内避難者、テント避難者及び在宅避難

者等にも配分をする。ただし、原則、避難所で配分する。 
 
８ 物資が不足する場合又は、他に必要な物資がある場合、総務班

が集約し、地区本部を通して区本部へ連絡するので、協力をする。

（様式１２） 
 
９ 物資の受払をしたときは、記録しておく。（様式１３） 
 
１０ 使用期限について、十分に気をつけ、配布をスムーズに行う

ことができるように、保管場所に配置しておく。 
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注意事項 

・ 各種様式には、個人情報等が多々含まれることから、 

取り扱いには十分注意すること。 

・ 避難所閉鎖時には、各種様式を地区本部を通して区本部に提

出すること 

・ 各種様式の提出の流れは、避難所（総務班）→地区本部 

→区本部→市本部とする。 

・ 地区本部に連絡がとれない場合は、区本部に連絡する。 
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様式１ 避難所管理組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所代表管理者 

 

総務班長 

 

物資班長 

 

食料班長 

 

救護班長 

 

施設班長 

 

班員 

 

班員 

 

班員 

 

班員 

 

班員 

 

避 難 者 
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様式１ 避難所管理組織図（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所代表管理者 

 名古屋 一郎 

総務班長 
 

千種 一郎 

物資班長 
 
○○○○ 

食料班長 
 
○○○○ 

救護班長 
 
○○○○ 

施設班長 
 
○○○○ 

班員 
 
千種 花子 

 

東 太郎 

 

北 二郎 

 

西 花子 

 

班員 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 

班員 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 

班員 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 

班員 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
○○○○ 
 
 
 
 
 

避 難 者 
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◎ この名簿は、世帯代表の方が書いて総務班にお渡し下さい。 

 
 

 

様式２－１ 避難者登録票（避難所避難者・避難所外避難者兼用）

№ 学区名  避難所名  町内会名等  

① 
氏名、国籍、性別、年齢及び住所を公表してもよろしいですか？（ご自分たちの安否を知らせるためのものです。） 

※○をつけてください          よ  い            よくない 

② 世帯代表者氏名  住 所 

電 話 

 

（    ）     －      

③ 

入所年月日     年    月    日 

家 

 

 

 

 

族 

ふ り が な 

氏        名 

避難状態    

年 

齢

性 

別

要援護区分（けがや障害の有無等） 

１ 要介護 ２ 身体障害 ３ 知的障害 

４ 精神障害 ５ 発達障害 ６ 認知症 

７ 乳幼児 ８ 妊産婦 ９ 難病 

10 傷病  11 外国人 １２ その他 

ア 避難所

ウ 自宅 

ｵ その他 

イ テント 

エ 車 

   
男

女
 

（具体的な状況、国籍等） 

 

   
男

女
  

   
男

女
  

   
男

女
  

   
男 

女 
  

   
男 

女 
  

※ 世帯すべての方の状況を書いてください。 

家屋の 

被害状況 

・全壊  ・半壊  ・一部損壊 

・断水 ・停電 ・ガス停止 ・電話不通 

車 

（使用者のみ） 

車種 

色     ナンバー 

ご家族に、入れ歯やめがねの不備、病気などの特別な配慮を必要とする方が

いるなど、注意点があったらお書き下さい。とくに服薬されている方やアレル

ギーをお持ちの方については、詳細にお書きください。 

 

 

 

④ 退出年月日     年     月     日 転出先 
住 所  

（    ）     －      電 話 

登録 ＊ 

退所 ＊ 

在宅 ＊ 

[避難生活をされる皆様へ] 
 

○避難生活支援を受けるためのものです。自分で記入できない方は、総務班が聞き取

りますので、お申し出ください。 

○ 日本国籍でない方は、要援護区分を「11 外国人」とし、ご自身の国籍を記入して

下さい。大使館等に連絡する場合があります。 

○ 氏名、住所の公表は、ご親族の方々に安否を知らせるなどの効果があります。 

しかしプライバシーの問題がありますので、公表の可否はご家族で判断して下さい。

○ 内容に変更がある場合は、速やかに総務班に申し出ていただき修正して下さい。 
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◎ この名簿は、世帯代表の方が書いて総務班にお渡し下さい。 

 
 
 
 

様式２－１ 避難者登録票（避難所避難者・避難所外避難者兼用）（記載例） 

№ １ 学区名 ○○ 避難所名 ○○小学校 町内会名等 ○○一丁目 

① 
氏名、国籍、性別、年齢及び住所を公表してもよろしいですか？（ご自分たちの安否を知らせるためのものです。） 

※○をつけてください        よ  い            よくない 

② 世帯代表者氏名 西 二郎 住 所 

電 話 

○区○○町７－１ 

（０９０）１１１１－○○○○  

③ 

入所年月日 平成○年○月○日 

家 

 

 

 

 

族 

ふ り が な 

氏        名 

避難状態    

年 

齢

性 

別

要援護区分（けがや障害の有無等） 

１ 要介護 ２ 身体障害 ３ 知的障害 

４ 精神障害 ５ 発達障害 ６ 認知症 

７ 乳幼児 ８ 妊産婦 ９ 難病 

10 傷病  11 外国人 １２ その他 

ア 避難所

ウ 自宅 

ｵ その他 

イ テント 

エ 車 

西 二郎 ア 65
○男

女
 

（具体的な状況、国籍等） 

 

西 花子 ア 63
男

○女
  

西 三郎 ウ ９０
○男

女
10 足が悪く、自宅で避難している

   
男

女
  

   
男 

女 
  

   
男 

女 
  

※ 世帯すべての方の状況を書いてください。 

家屋の 

被害状況 

・全壊  ・半壊  ・一部損壊 

・断水 ・停電 ・ガス停止 ・電話不通 

車 

（使用者のみ） 

車種 

色     ナンバー 

ご家族に、入れ歯やめがねの不備、病気などの特別な配慮を必要とする方が

いるなど、注意点があったらお書き下さい。とくに服薬されている方やアレル

ギーをお持ちの方については、詳細にお書きください。 

西 花子が卵アレルギーを持ってい

るため、乳製品等一切食べれない。 

 

④ 退出年月日     年     月     日 転出先 
住 所  

（    ）     －      電 話 

登録 ＊ 

退所 ＊ 

在宅 ＊ 

[避難生活をされる皆様へ] 
 

○避難生活支援を受けるためのものです。自分で記入できない方は、総務班が聞き取

りますので、お申し出ください。 

○ 日本国籍でない方は、要援護区分を「11 外国人」とし、ご自身の国籍を記入して

下さい。大使館等に連絡する場合があります。 

○ 氏名、住所の公表は、ご親族の方々に安否を知らせるなどの効果があります。 

しかしプライバシーの問題がありますので、公表の可否はご家族で判断して下さい。

○ 内容に変更がある場合は、速やかに総務班に申し出ていただき修正して下さい。 
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様式２－２       避難者名簿 
学区名  

避難所名 
町内会名等

 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 

避難 
日時 

退出 
日時 
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様式２－２       避難者名簿（記載例） 
学区名  

避難所名 
町内会名等

 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 

避難 
日時 

退出 
日時 

１ 西 二郎 男 65 ○○町７－１ 
5/11 

9:45 
 

１ 西 花子 女 63 ○○町７－１ 
5/11 

9:45 
 

２ 中村 一郎 男 7 ○○町２－８ 
5/11 
10:00 

 

２ 中村 太郎 男 35 ○○町２－８ 
5/11 
10:00 

 

２ 中村 三子 女 33 ○○町２－８ 
5/11 

10:00 
 

３ 東 一郎 男 88 ○○町５－１ 
5/11 

11:00 

5/11 

20:00 

４ 北 花子 女 71 ○○町２－９ 
5/11 

11:30 
 

５ 
John Smith 

ジョン・スミス 

（アメリカ） 
男 43 ○○町９ 

5/11 

9:55 
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様式２－３   避難者名簿（避難所外避難者用） 
学区名  

避難所名 
町内会名等

 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 避難場所 

避難

日時

退出

日時
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様式２－３避難者名簿（避難所外避難者用）（記載例） 

学区名  
避難所名 

町内会名等
 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 避難場所 

避難

日時

退出 
日時 

10001 中 三郎 男 45 ○町４－１ 自家用車 
5/11 

10:30

 

10002 昭和 一子 女 43 ○町５－１ 駐車場テント 
5/11 

10:30

 

10003 
Jane Ｓｍｉｔｈ 

ジェーン・スミス 

（アメリカ） 
女 37 ○町１９ 自家用車 

5/11 

10:45
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様式２－４       在宅避難者名簿 
学区名  

避難所名 
町内会名等

 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 

登録 
日時 

解除 
日時 
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様式２－４       在宅避難者名簿（記載例） 
学区名  

避難所名 
町内会名等

 公表 可・不可 

（３７ページ参照） 

 

№ 
氏名 

（国籍（任意））

性

別

年

齢
住所 

登録 
日時 

解除 
日時 

１ 西 三郎 男 90 ○○町７－1 
5/11 

9:45 

 

20001 東西 三郎 男 80 ○○二丁目７-1 
5/11 

11:20 

 

20002 東西 六子 女 74 ○○二丁目７-1 
5/11 

11:20 
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様式３ 情報収集リスト 

（３８ページ参照） 

学区名  避難所名  

日時 発信者 収集者 内容 
周知時刻

及び方法 
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様式３ 情報収集リスト（記載例） 

（３８ページ参照） 

学区名 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 

日時 発信者 収集者 内容 
周知時刻

及び方法 

5/１１ 

１７：４０ 

 

 

５/１１ 

１８：３０ 

 

 

 

５/１１ 

２１：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 一郎 

 

 

 

昭和花子

 

 

 

 

施設班 

瑞穂一子

○○交差点付近１００

四方で液状化が発生

し、車両通行不可 

 

○○町１－１○○ビル

が損壊し、南側の道路

をふさいでいる。車両

通行不可 

 

２階トイレ使用不可 

１７：３０ 

地区本部 

に 報 告 済

み 

１８：３０ 

地区本部 

に 報 告 済

み 

 

２１：３０ 

掲示済み 
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様式４ ボランティア要請リスト 

学区名  避難所名  

日時 要請者 役職 
役割及び必要人員 

（手話等、専門的技能の要否） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（４０ページ参照） 

団体名  

派遣人員  

責任者  

連絡先  

到着予定日時  
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様式４ ボランティア要請リスト（記載例） 

学区名 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 

日時 要請者 役職 
役割及び必要人員 

（手話等、専門的技能の要否） 

5/12 

11:00 

 

 

 

 

 

 

千種一郎 

 

 

 

 

 

 

 

総務班長 

 

 

 

 

 

 

 

避難所での物資の配布 

１０名希望 

活動希望日時 

５/13 9：００～ 

 

 

 

 

（４０ページ参照） 

団体名 ○○ボランティアサークル 

派遣人員 １０名 

責任者 愛知 太郎 

連絡先 ０９０－２２２２－○○○○ 

到着予定日時 ５/13 9:00 

ボランティアを要請するときに記入 

ボランティアを受け

入れてから記入 
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様式５ 必要物資要請リスト 

学区  避難所名  

日時 要請者 必要物資名 数量 収受確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※的確な物資供給のため、品名の後に用途を記入する。（４１ページ参照） 
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様式５ 必要物資要請リスト（記載例） 

学区 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 

日時 要請者 必要物資名 数量 収受確認

5/12 

11：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千種一郎 毛布（保温用） 

粉ミルク（乳児用）

５０枚 

１０缶 

 

※的確な物資供給のため、品名の後に用途を記入する。（４１ページ参照） 
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様式６ 災害救助地区本部との連絡状況記録表 

学区名  避難所名  

日時 発信者 受信者 内容 
結果 

（処理状況）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表は総務班が管理すること。    （４３ページ参照） 



第５章 様式編 

87 
 

様式６ 災害救助地区本部との連絡状況記録表（記載例） 

学区名  避難所名  

日時 発信者 受信者 内容 
結果 

（処理状況）

5/11 

14:00 

 

5/11 

16:00 

 

5/11 

21:00 

 

5/11 

21:30 

 

 

中川 

太郎 

 

中川 

太郎 

 

中川 

太郎 

 

中川 

太郎 

本部 

一郎 

 

本部 

一郎 

 

本部 

一郎 

 

本部 

一郎 

給水車を要請 

 

 

様式２－２、２－３送

付 

 

様式２―４送付 

 

 

トイレ一部使用不可 

 

派遣準備中 

 

 

送付済み 

 

 

送付済み 

 

 

仮設トイレを要

請 

本表は総務班が管理すること。    （４３ページ参照） 
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様式７ 避難所日報    （避難所名：      ） 

         月  日  時  分現在 

  

（４３ページ参照） 

現在の状況・ 
問題点 

総務班 

問題あり・問題なし 
 
 
 

施設班 

問題あり・問題なし 
 
 
 

救護班 

問題あり・問題なし 
 
 
 

食料班 

問題あり・問題なし 
 
 
 

物資班 

問題あり・問題なし 
 
 
 

その他 
（要望等） 

要望先  
区本部・市災害対策本部・その他（          ） 
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様式７ 避難所日報（記載例） （避難所名：○○避難所 ） 

         ○月 ○日  ○時  ○分現在 

（４３ページ参照） 

現在の状況・ 
問題点 

総務班 

問題あり・問題なし 
 
情報を収集するためのテレビがない。 

 
 

施設班 
問題あり・問題なし 
 
トイレが使用できない。仮設トイレを要請しているが未到着 

 

 救護班 
問題あり・問題なし 
 
 
 

 
 食料班 

問題あり・問題なし 
 
備蓄物資があと１日分しかない。地区本部には要請済み。 

 

物資班 

問題あり・問題なし 
 
ストーブがほしいという要望がある。地区本部には要請済

み。 

 
その他 

（要望等） 
要望先  
区本部・市災害対策本部・その他（          ） 
 
食料品を早く届けてほしい。 
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様式８ 避難所ペット登録台帳 （避難所名：      ） 

No 

入 
所 
日 

退 
所 
日 

飼育者 動物種※
性

別

体

格

毛

色
ペット名 

備考 

（特徴等） 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

※動物種が犬の場合は、犬種も記載してください。 （５４ページ参照） 
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様式８ 避難所ペット登録台帳（記載例）（避難所名：○○） 

No 

入 
所 
日 

退 
所 
日 

飼育者 動物種※
性

別

体

格

毛

色
ペット名 

備考 

（特徴等） 

１ 5/11  氏名 

名古屋 三郎 

住所 

○区○○三丁目 

 

電話 

090-3333-○○○○ 

犬 

ミニチュアダ

ックスフンド

オス

メス

不明

大

中

小

黒

茶 

ポチ 

・赤色の首輪 

・マイクロチップ装

着済み 

２ 5/11 

 

 氏名 

尾張 花子 

住所 

○区○○一丁目 

 

電話 

090-4444-○○○○ 

犬 

雑種 
オス

メス

不明

大

中

小

白

茶 

ミミ 

・花柄の首輪 

・耳が茶色 

・背中に大きな茶色

のブチ 

・避妊済み 

３ 5/11 

 

 氏名 

中区 一郎 

住所 

○区○○二丁目 

 

電話 

080-5555-○○○○ 

猫 
オス

メス

不明

大

中

小

グ レ

ー 

ミ－ニャ 

・毛が長い 

・ワクチン接種済み

・右後ろ足が不自

由（けがのため） 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

   氏名 

 

住所 

 

 

電話 

 

 

オス

メス

不明

大

中

小

 

 

 

※動物種が犬の場合は、犬種も記載してください。 （５４ページ参照） 
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様式９ 傷病者名簿 

学区名  避難所名  

ふりがな 

氏名 

生年月日 

性別 年齢 住所 

傷病の程度・

状況（搬送の

有無） 

住所 

（搬送先） 

（搬送日時）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５５、５７、５９ページ参照） 
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様式９ 傷病者名簿（記載例） 

学区名 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 

ふりがな 

氏名 

生年月日 

性別 年齢 住所 

傷病の程度・

状況（搬送の

有無） 

住所 

（搬送先） 

（搬送日時）
 

中 村

なかむら

一 郎

いちろう

 

Ｈ○年○月○日 

男 ７ 

 

○○町２－８ 
軽傷 

頭部打撲 

（無） 

 

 

 

熱田
あ つ た

 正子
ま さ こ

 

Ｓ○年○月○日 

女 

 

８１ 

 

○○町３－５ 

 

軽傷 

低血糖 

（有） 

天白区○○ 

（○○病院） 

（未定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５５、５７、５９ページ参照） 
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様式１０－１ 災害時要援護者ニーズ調査表 
 学 区 名  避難所名  記入日 年  月  日

ふ り が な 

氏 名 
  

男

女 

明・大 

昭・平 
  年  月  日生 歳

 
住 所   

家 屋 の 

被 害 状 況 

全壊 半壊 全焼 半焼 

被害僅少   被害なし 

要 援 護 

区 分 

１ 要介護 

５ 発達障害 

２ 身体障害 

６ 認知症 

３ 知的障害 

７ 乳幼児 

４ 精神障害 

８ 妊産婦 

９ 難病（病名      ） 10 傷病（       ） 11 その他（       ） 

 
家 族 

１ ひとり暮らし（別居の親族無） 

３ 高齢者のみの世帯（夫婦等） 

２ ひとり暮らし（別居の親族有） 

４ その他同居家族有 

介 護 者 
有（                 ） 無 

続柄（          ） 
連絡先   

自 立 度 １ ほぼ自立  ２ 一部介助（             ）  ３ 全介助 

 健 康 状 態 １ 良好  ２ おおむね良好  ３ 普通  ４ 要注意  ５ 悪い  

医 療 依 存 
１ 人工透析（  回／週）  ２ 酸素吸入  ３ 経管栄養  ４ 服薬（       ） 

５ その他（                               ） 

 帰住先の

見 込 ・ 

意 向 

１ 福祉避難所 

４ 入院 

２ 緊急施設入所 

５ 親族等の受入れ 

３ 短期入所 

６ 仮設住宅希望 

 

７ 条件次第で帰宅 ８ 見込・意向なし（どこでもよい） 

支 援 

希 望 

１ 福祉避難所へ移動 

３ 医師の診察・治療 

５ 補装具・日常生活用具の給付 

７ 生活に支障なし 

２ ホームヘルパー等の派遣 

４ 保健師による巡回指導・訪問看護 

６ 物資・薬品の提供（          ） 

８ その他（               ） 

 

記 入 者  調査日時 年   月   日    時   分 

対 応 結 果 

１ 入院   ２ 緊急施設入所   ３ 短期入所   ４ 親族等受入れ  

５ 福祉避難所(施設)へ移送    ６ 仮設住宅・市営住宅等に入居   

７ 福祉避難スペースへ移動    ８ ホームヘルパー派遣   ９ 医師の診察・治療  

10 保健師による巡回指導・訪問看護  11 定期的見守り12 補装具・日常生活用具の給付 

13 物資の提供（         ） 14 その他（           ） 

備 考  

※ この調査票は、要援護者本人またはご家族が太枠内に記入して、救護班にお渡しください。記入

できない場合は、救護班が聞き取りで記入しますので申し出てください。 

（５７、５９ページ参照） 
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様式１０－１災害時要援護者ニーズ調査表（記載例） 
 学 区 名 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 記入日 Ｈ○年○月○日 

ふ り が な 

氏 名 
 港

みなと

 三郎
さ ぶ ろ う

 
○男

女 

明・大 

○昭 ・平 
  ○年 ○月 ○日生 ８5 歳 

 
住 所  ○○区○○町８２ 

家 屋 の 

被 害 状 況 

全壊 半壊 全焼 半焼 

被害僅少   被害なし 

要 援 護 

区 分 

１ 要介護 

５ 発達障害 

２ 身体障害 

６ 認知症 

３ 知的障害 

７ 乳幼児 

４ 精神障害 

８ 妊産婦 

９ 難病（病名      ） 10 傷病（       ） 11 その他（       ） 

 
家 族 

１ ひとり暮らし（別居の親族無） 

３ 高齢者のみの世帯（夫婦等） 

２ ひとり暮らし（別居の親族有） 

４ その他同居家族有 

介 護 者 
有（                 ） 無 

続柄（          ） 
連絡先   

自 立 度 １ ほぼ自立  ２ 一部介助（             ）  ３ 全介助 

 健 康 状 態 １ 良好  ２ おおむね良好  ３ 普通  ４ 要注意  ５ 悪い  

医 療 依 存 
１ 人工透析（  回／週）  ２ 酸素吸入  ３ 経管栄養  ４ 服薬（       ） 

５ その他（                               ） 

 帰住先の

見 込 ・ 

意 向 

１ 福祉避難所 

４ 入院 

２ 緊急施設入所 

５ 親族等の受入れ 

３ 短期入所 

６ 仮設住宅希望 

 

７ 条件次第で帰宅 ８ 見込・意向なし（どこでもよい） 

支 援 

希 望 

１ 福祉避難所へ移動 

３ 医師の診察・治療 

５ 補装具・日常生活用具の給付 

７ 生活に支障なし 

２ ホームヘルパー等の派遣 

４ 保健師による巡回指導・訪問看護 

６ 物資・薬品の提供（          ） 

８ その他（               ） 

 

記 入 者 本部 花子 調査日時 Ｈ○年○月○日○時○分 

対 応 結 果 

１ 入院   ２ 緊急施設入所   ３ 短期入所   ４ 親族等受入れ  

５ 福祉避難所(施設)へ移送    ６ 仮設住宅・市営住宅等に入居   

７ 福祉避難スペースへ移動    ８ ホームヘルパー派遣   ９ 医師の診察・治療  

10 保健師による巡回指導・訪問看護  11 定期的見守り12 補装具・日常生活用具の給付 

13 物資の提供（         ） 14 その他（           ） 

備 考  

※ この調査票は、要援護者本人またはご家族が太枠内に記入して、救護班にお渡しください。記入

できない場合は、救護班が聞き取りで記入しますので申し出てください。 

（５７、５９ページ参照） 
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様式１０－２ 災害時要援護者名簿 

学 区 名  避 難 所 名  

ふ り が な

氏 名

性 別
要援護

区 分

介 

護 

者 

自 

立 

度 

健 康 

 

状 態 

医 療

 

依 存

帰 

住 

先 

支 援

 

希 望生年月日

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

     

 

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

     

 

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

     

 

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

  

 

  

 

要 援 護 

区 分 

１ 要介護 ２ 身体障害 ３ 知的障害 ４ 精神障害 ５ 発達障害 

６ 認知症 ７ 乳幼児 ８ 妊産婦 ９ 難病 10 傷病 11 その他 

自 立 度 １ ほぼ自立  ２ 一部介助  ３ 全介助 

健 康 状 態 １ 良好  ２ おおむね良好  ３ 普通  ４ 要注意  ５ 悪い 

医 療 依 存 １ 人工透析  ２ 酸素吸入  ３ 経管栄養  ４ 服薬 ５ その他 

帰 住 先 
１ 福祉避難所 ２ 緊急施設入所 ３ 短期入所 ４ 入院 ５ 親族等の受入 

６ 仮設住宅希望  ７ 条件次第で帰宅  ８ 見込・意向なし（どこでもよい） 

支 援 

希 望 

１ 福祉避難所へ移動 ２ ホームヘルパー等の派遣 ３ 医師の診察・治療 

４ 保健師による巡回指導・訪問看護   ５ 補装具・日常生活用具の給付 

６ 物資・薬品の提供      ７ 生活に支障なし     ８ その他 

（５９ページ参照） 
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様式１０－２ 災害時要援護者名簿（記載例） 

学 区 名 ○ ○ 学 区 避 難 所 名 ○○コミセン 

ふ り が な

氏 名

性 別
要援護

区 分

介 

護 

者 

自 

立 

度 

健 康 

 

状 態 

医 療

 

依 存

帰 

住 

先 

支 援

 

希 望生年月日

港
みなと

 三郎
さぶろう

 

○男  ・ 女 

1 

有 

・ 

○無
2 ２  １ １ 

Ｓ○年○月○日

南
みなみ

 花子
は な こ

 

男 ・ ○女  

６ 

有 

・ 

○無
２ ３  ８ ４ 

Ｓ○年○月○日

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

     

 

 

男 ・ 女 

 

有 

・ 

無 

  

 

  

 

要 援 護 

区 分 

１ 要介護 ２ 身体障害 ３ 知的障害 ４ 精神障害 ５ 発達障害 

６ 認知症 ７ 乳幼児 ８ 妊産婦 ９ 難病 10 傷病 11 その他 

自 立 度 １ ほぼ自立  ２ 一部介助  ３ 全介助 

健 康 状 態 １ 良好  ２ おおむね良好  ３ 普通  ４ 要注意  ５ 悪い 

医 療 依 存 １ 人工透析  ２ 酸素吸入  ３ 経管栄養  ４ 服薬 ５ その他 

帰 住 先 
１ 福祉避難所 ２ 緊急施設入所 ３ 短期入所 ４ 入院 ５ 親族等の受入 

６ 仮設住宅希望  ７ 条件次第で帰宅  ８ 見込・意向なし（どこでもよい） 

支 援 

希 望 

１ 福祉避難所へ移動 ２ ホームヘルパー等の派遣 ３ 医師の診察・治療 

４ 保健師による巡回指導・訪問看護   ５ 補装具・日常生活用具の給付 

６ 物資・薬品の提供      ７ 生活に支障なし     ８ その他 

（５９ページ参照） 
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様式１１ 食料品供給依頼伝票 

学 区  避 難 所 名  

避 
 

難 
 

所 

依頼 

担当者名 
 

電話  

FAX  

依頼日時     年    月    日      時    分 

依頼数量 

計      食 

うち特別対応食 

(アレルギー対応)         食 

(低 た ん ぱ く)         食 

(他 ：          )        食 

その他の依頼内容 

 

区 
 

本 
 

部 
 

使 
 

用 
 

欄 

対応者  

市 本 部 依 頼 日 時     年    月    日      時    分 

対 
 

応 
 

内 
 

容 

備 蓄

物 資

乾パン 箱 (1 箱 128 食) 

アルファ化米梅がゆ 箱 (1 箱 5 0 食) 

アルファ化米五目ご飯 箱 (1 箱 5 0 食) 

アルファ化米(アレルギー対応) 箱 (1 箱 50 食) 

アルファ化米(低たんぱく米) 箱 (1 箱 5 0 食) 

粉ミルク 箱 (1 箱 13g×10 本) 

粉ミルク(アレルギー対応) 箱 (1 箱 3 5 0 g) 

調 達

物 資

品目 数量 

  

  

  

  

（４１、６１、６８ページ参照） 
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様式１１ 食料品供給依頼伝票（記載例） 

学 区 ○○学区 避 難 所 名 ○○避難所 

避 
 

難 
 

所 

依頼 

担当者名 
西 花子 

電話 ○○○―○○○○ 

FAX ○○○―○○○○ 

依頼日時 Ｈ○年 ○月  ○日    ○時   ○分 

依頼数量 

計 ３００ 食 

うち特別対応食 

(アレルギー対応)      ０  食 

(低 た ん ぱ く)      ０  食 

(他 ：          )     ０  食 

その他の依頼内容 

飲料水（給水車） 

区 
 

本 
 

部 
 

使 
 

用 
 

欄 

対応者 本部 一郎 

市 本 部 依 頼 日 時 Ｈ○年  ○月  ○日    ○時  ○分 

対 
 

応 
 

内 
 

容 

備 蓄

物 資

乾パン 箱 (1 箱 128 食) 

アルファ化米梅がゆ ３ 箱 (1 箱 5 0 食) 

アルファ化米五目ご飯 ３ 箱 (1 箱 5 0 食) 

アルファ化米(アレルギー対応) 箱 (1 箱 50 食) 

アルファ化米(低たんぱく米) 箱 (1 箱 5 0 食) 

粉ミルク 箱 (1 箱 13g×10 本) 

粉ミルク(アレルギー対応) 箱 (1 箱 3 5 0 g) 

調 達

物 資

品目 数量 

給水車 １台 

  

  

  

（４１、６１、６８ページ参照） 
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様式１２ 物資供給依頼伝票（食品を除く） 

学 区  避 難 所 名  

避 
 
 

 

難 
 
 
 

所 

依頼 

担当者名 

 

 

電話  

FAX  

依 頼 日 時 年   月   日    時   分 

品   名 
サ イ

ズ等 

数
量 

単
位 

数
量 

単
位 備 考 

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

※避難所では、太枠内を記入してください。 

※性別などは「サイズ等」の欄に記入してください。 

※的確な物資供給のため、品名の後に用途を記入してください。 

区
本
部
使
用
欄 

対応者  

市本部依頼日時    年   月   日    時   分 

（４１、６９ページ参照） 
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様式１２ 物資供給依頼伝票（食品を除く）（記載例） 

学 区 ○○学区 避 難 所 名 ○○コミセン 

避 
 
 

 

難 
 
 
 

所 

依頼 

担当者名 
西 花子 

電話 ○○○―○○○○ 

FAX ○○○―○○○○ 

依 頼 日 時 Ｈ○年 ○月 ○日  ○時 ○分 

品   名 
サ イ

ズ等 

数
量 

単
位 

数
量 

単
位 備 考 

女性用上着（衣服） Ｍ   備蓄・調達

男性用下着（衣服） Ｍ 備蓄・調達

ストーブ（保温用）  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

  備蓄・調達

※避難所では、太枠内を記入してください。 

※性別などは「サイズ等」の欄に記入してください。 

※的確な物資供給のため、品名の後に用途を記入してください。 

区
本
部
使
用
欄 

対応者 本部 一郎 

市本部依頼日時 Ｈ○年 ○月 ○日  ○時 ○分 

（４１、６９ページ参照） 
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様式１３ 物資受払簿 

学 区  避難所名  

品 名  

日時 受入先 払出先 受 払 残 記入者 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この用紙は各避難所で保管しておく。 

（６１、６９ページ参照） 
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様式１３ 物資受払簿（記載例） 

学 区 ○○学区 避難所名 ○○コミセン 

品 名 男性用下着 

日時 受入先 払出先 受 払 残 記入者 備 考 

5/12  19:00 ㈱○○ 避難者 名古屋一郎  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※この用紙は各避難所で保管しておく。 

（６１、６９ページ参照） 
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 車中で生活している方は、できるだけ避難所などに移りましょう。やむを得ず車中

泊をされる場合は、以下の予防法を実践しましょう。 

エコノミークラス症候群とは？ 

食事や水分を十分とらない状態で、車の中など狭い座席で長い間同じ姿勢をとっ

ていると、血行不良が起こり、足にある静脈に小さな血のかたまりができやすくなりま

す。急に立ち上がって動いた時などに、血のかたまりが足から肺や脳、心臓に飛び、

血管を詰まらせ、肺塞栓や脳卒中、心臓発作などを起こす恐れがあります。 

どんな症状なの？ 

片側の足の痛み・赤くなる・むくみ・胸の痛み・呼吸困難などの症状がおこります。 

この症状は中年以上の方や肥満体質の方に出やすいといわれています。 

異常に気づいたら早めに医師に相談しましょう。 

予防のポイントは？ 

●足首などの運動をしましょう！ 

 ・かかとの上げ下ろし・ふくらはぎを軽く揉む・足の指を開いたり閉じたり 

・座ったままで足首をまわしたり、足を上下につま先立ちしたりしましょう。 

・できるだけ歩くように心がけましょう。 

●水分を十分にとりましょう！ 

   ただし、ビールなどの酒類やコーヒーの飲みすぎは、飲んだ以上に尿を出すこと

があるので、逆効果となることがあります。 

 ●できるだけゆったりした服を着て、からだをしめつけないようにしましょう。 

 ●たばこは、血管を収縮させるので、注意が必要です。できれば禁煙しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

（愛知県避難所運営マニュアル参照） 

エコノミークラス症候群を予防しましょう！ 

連絡欄 

 

資料１ 
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避難所では、たくさんの人たちが共同生活を送っています。ペットの飼

主のみなさんは、次のことを守って避難所生活を送ってください。 

 

 

１．動物は、指定された場所で、リードなどでつなぐか、ケージ・オリなど 

に入れて飼いましょう。 

 

２．飼育場所・施設は清潔にし、必要に応じて消毒を行いましょう。 

 

３．動物による迷惑・危害防止に努めましょう。 

 

４．屋外の指定された場所で排せつさせ、きちんと後始末をしましょう。 

 

５．エサやりは時間を決めて行い、その都度片付けましょう。 

 

６．ノミ・ダニ等の駆除に努めましょう。 

 

７．運動・ブラッシングは、屋外の迷惑がかからない場所で行いましょう。 

 

８．他の被災者との間でトラブルが生じた場合は、速やかに避難所の管

理者に届け出ましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットの飼主のみなさんへ 

～ 避難所におけるペットの飼育ルール ～ 

資料２ 



第６章 資料編 
 

106 
 

 

便秘に注意しましょう 

以上のことに気をつけても改善しない場合

や、症状が気になっている方は、救護班まで

ご相談ください。 

① 十分な水分摂取 

② 軽い運動 

③ 食物繊維の摂取 

できる限り野菜や果物を食べましょう 

資料３ 



第６章 資料編 
 

107 
 

 

 

 

避難所でかぜが増えています。かぜを予防するため、うがいをこころがけ

ましょう。 

外出から帰った時など 1 日に何度か、うがいをしましょう。 

また、咳がでる人や外出するときはマスクをしましょう。 

うがい薬やマスクが必要な方は、避難所の責任者に申し出てください。 

 

お部屋の換気ができていますか  

寒さやホコリで、のどを痛めている方もおられるようです。 

部屋の空気が悪いと、気分も悪くなり、食事もおいしくなくなります。 

そのうえ、閉めきっているとインフルエンザを流行させてしまうことになり

かねません。 

寒い時ですが、声をかけ合ったり、時間を決めたりし

て、窓を開けるといいですね。  

お昼のお掃除タイムなどを決め、みんなで一緒に換気に挑戦してみて下

さい。 

＊ また、周辺での工事に伴う「ホコリ」にも注意してください。 

＊  

手洗いをしましょう 

外出から帰った時や、食事前に忘れずに。トイレの後も石鹸でしっかり手

洗いをしましょう。病原微生物の侵入を最小限に抑えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 

かぜを予防しましょう 
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資料５ 
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資料６ 
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支援物資だけでは食料が不足したり、栄養が偏ったりするので、地域の

自主防災組織で炊き出しを実施し、温かい食事をとりましょう。 

 

 １ 炊き出しができる場所があるかを確認しましょう。 

   炊き出しを実施する場所としては、学校、公園、コミュニティセンター

等が考えられます。支援物資の保管場所、給水場所の近くが理想

的です。 

  

２ 炊き出し用器具が使用できるか確認しましょう。 

    炊き出しには、大量調理が可能な鍋や釜が必要で

す。 

   ＜炊き出しに必要な調理器具＞ 

     鍋、釜、熱源、包丁、まな板、盛りつけ食器類 

     ⇒施設内に器具が無くても、他から搬入する方法もあります。 

   

３ 炊き出し時の役割を確認しましょう。 

   炊き出しを実施する際に、食材の調達、器具の調達、調理担当、配 

給担当等誰がとのような役割を担うのか、事前に確認をしてから行 

いましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 炊き出し実施時の留意事項 ★ 

１ 食事数の確認・その他連絡事項 

 ・ ホワイトボードを使うなどして、情報を皆で共有しましょう。 

２ 献立・調理 

・ 盛りつけやすい献立がよいでしょう。 

・ 材料や調理方法等をホワイトボード等に記入しましょう。 

３ 配食 

  ・ 食物アレルギーのある人には、配食された食事にアレルゲンとなる食品

が入っていないか、本人に確認してもらいましょう。 

４ 衛生管理 

  ・ 調理については、可能な限り加熱しましょう。 

  ・ 手袋やアルコールスプレー、ペーパータオル等を使用しましょう。 

資料７ 


